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平成２４年８月２４日  

 

 情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会 

  部会長  根 岸  哲 殿 

 

                                       接 続 委 員 会 

                                           主 査    東 海  幹 夫 

 

 

報 告 書 

 

 

平成２４年６月２６日付け諮問第３０４４号をもって諮問された事案について、調査の結果、

下記のとおり報告します。  

 

記 

  

１ 本件、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に

関する接続約款の変更の認可については、諮問のとおり認可することが適当と認められる。 

 

２ 提出された意見及びそれに対する当委員会の考え方は、別添のとおりである。 

 

 

（以上） 
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点 

②新たな光配線区画導入トライアルの検討状況からは、都市部は地

下配線エリアの比率が高いことが想定され、「光配線区画の見直

し」が効果的ではない見通しである点 

 

本制度の検証結果として、「エントリーメニュー」及び「光配線区画の

見直し」の利用状況や事業者の参入状況から、当該メニューのみでは

FTTH 市場における競争促進が不十分と判断される場合には、エリアを

問わず多様な事業者により市場参入が可能となる環境を構築する方策

として、改めて「GC 接続類似機能」、「ファイバシェアリング」、及び「分岐

単位接続料」の実現も視野に含め、昨年度末に接続委員会で結論が得

られなかった技術・コスト面の課題等を本制度の中で検討すべきと考え

ます。 

（イー・アクセス） 
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平成２４年９月４日  

 

 総 務 大 臣 

  川 端 達 夫 殿 

 

                                      情報通信行政・郵政行政審議会 

                                            会 長    高 橋  温 

 

 

  答 申 書 （案） 

 

 

平成２４年６月２６日付け諮問第３０４４号をもって諮問された事案について、審議の結果、

下記のとおり答申する。  

 

記 

  

１ 本件、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に

関する接続約款の変更の認可については、諮問のとおり認可することが適当と認められる。 

 

２ 提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は、別添のとおりである。 

 

 

（以上） 
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Ⅰ 申請概要 
 

 

１．申請者 

東日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東日本」という。） 

代表取締役社長  山村 雅之 

西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ西日本」という。） 

   代表取締役社長  村尾 和俊 

  （以下「ＮＴＴ東日本」及び「ＮＴＴ西日本」を｢ＮＴＴ東西｣という。） 

  

２．申請年月日 

   平成２４年６月１９日(火) 

 

３．実施予定期日 

   認可後、準備が整い次第実施。 

    

４．概要 

複数年段階料金を適用する光信号主端末回線（以下「エントリーメニュー」という。）に係る接

続料等を設定するため、接続約款の変更を行うものである。 
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■ エントリーメニューが適用される芯線のうち、開通から１年に満たないものについては、同

答申で示された考え方2を踏まえて算定した割引率（NTT東日本：１９．４％、NTT西日本：２

４．４％）に基づき、既存の光信号主端末回線（以下「既存メニュー」という。）に係る接続料

から一定額を低減させた料金が適用される。 

■ 開通後３年目のものについては、１年目の低減額及び当該低減額に係る利息を３年目に

適用される既存メニューに係る接続料に加算した料金が適用される。 

 

＜平成 24 年度適用開始分＞                               （タイプ１－１）※5 

適用時期 ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 
[参考]H24 年度 

既存メニュー 
NTT 東日本 ＮＴＴ西日本 

H24 年 4 月 1 日から 

H25 年 3 月 31 日まで 

に適用する料金 
（接続開始日から１年未満の場合） 

2,428 円 
<▲585 円※1> 

2,908 円 
<▲938 円※1> 

3,013 円 3,846 円 

H25 年 4 月 1 日から 

H26 年 3 月 31 日まで 

に適用する料金 
（接続開始日から１年以上 

２年未満の場合） 

H25 年度に適用される既

存メニューに係る接続料

と同額（2,986 円※2） 

H25 年度に適用される既

存メニューに係る接続料

と同額（3,055 円※2） 

 

H26 年 4 月 1 日以降 

に適用する料金※4 
（接続開始日から２年以上 

３年未満の場合） 

H26 年度に適用される既

存メニューに係る接続料
※3 

＋ 

600 円(1 年目の低減額 

及び低減額に係る利息) 

H26 年度に適用される既

存メニューに係る接続料
※3 

＋ 

964 円(1 年目の低減額 

及び低減額に係る利息) 
※1 既存メニューに係る接続料からの低減額 

※2 H23年度における接続料収支の実績値の判明後に乖離額補正が行われる予定。局外スプリッタの接

続料については、H24年度のものであり、実績原価方式にて毎年更新される。 

※3 H26年度に適用される既存メニューに係る接続料は、別途認可申請がなされる予定。 

※4 適用開始から３年が経過した後は、該当する年度の既存メニューに係る接続料が適用される。 

※5 平日・昼間帯故障修理の場合。 

 

（２）適用地域 

 
エントリーメニューの適用地域については、情郵審答申（「エントリーメニューの適用地域に

関する考え方」及び「想定される適用地域」）において、①「ある時点におけるFTTHサービス市

場における「非競争地域」に限った適用とすることが適当」とされていること、②「実際の運用

に当たっては、各設備構築事業者が参入しているエリアの詳細を確認した上で、実態に沿う

ように見直すことが必要」とされていることを踏まえ整理された以下の考え方に基づき、具体

                                                   
2 まず加入光ファイバ接続料（主端末回線接続料）における「１ユーザ当たりコストがドライカッパ接続料と同水準

となるために必要となる獲得ユーザ数」を求め（ＮＴＴ東：３．１ユーザ、ＮＴＴ西：３．９ユーザ）、次に加入光ファイ

バ接続料（主端末回線接続料）とドライカッパ接続料の「１ユーザ当たりコストが同等となる水準（ＮＴＴ東：９７３円、

ＮＴＴ西：９７７円）を超える部分を算出し、これをドライカッパ接続料と比べた場合の「超過コスト」とみなした上で、

当該部分を比率化して１年目の接続料から割り引くというもの（参考資料を参照）。 
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（４）その他（附則に規定） 

 
■ NTT東西においては、本申請の認可後にエントリーメニューの導入に係るシステム改修を

行い、準備が整い次第、エントリーメニューの適用を開始する予定。 

 

■ エントリーメニューは光配線区画の見直しが完了するまでの間の補完的措置であるため、

光配線区画の見直しが完了した際にはエントリーメニューに係る新規受付を停止する予

定。 

 

■ エントリーメニューの導入のために必要となるシステム開発に係る費用（ＮＴＴ東西各約９

２百万円）については、年経費化した上で、別途回線管理運営費として回収が行われる予

定4。  

 

                                                   
4 なお、当該システム開発については、情郵審答申において、「多様な事業者の FTTH サービス市場への参入

の弾力化が目的の一つであることに鑑み、NTT 東西においては、必要となるシステム改修等のコストを極力抑え

るよう努める」こととされている。また、平成２４年度の加入光ファイバ接続料に係る接続約款変更認可申請（補正）

の認可に当たっても、「必要となるシステム改修等のコストを極力抑えるよう努めること」が条件として付されてい

る。 
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審 査 結 果 

 
 電気通信事業法施行規則（昭和 60年郵政省令第 25号。以下「施行規則」という。）、接続

料規則（平成 12 年郵政省令第 64 号）及び電気通信事業法関係審査基準（平成 13 年 1 月 6

日総務省訓令第 75号。以下「審査基準」という。）の規定に基づき、以下のとおり審査を行

った結果、認可することが適当と認められる。 

審  査  事  項 審査 

結果 

事 由 

１ 施行規則第 23条の 4第 1項で定める箇所における技術的条

件が適正かつ明確に定められていること。（審査基準第 15条

(1)ｱ） 
－ 

 該当事項なし。 

２ 接続料規則第 4 条で定める機能ごとの接続料が適正かつ明

確に定められていること。（審査基準第 15条(1)ｲ） 適 
接続料は接続料規則第４条に規

定する機能ごとに定められてお

り、かつ、接続料は適正かつ明確

に定められていると認められる。 

３ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び当

該指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する他の電気

通信事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められて

いること。（審査基準第 15 条(1)ｳ） 

－ 
該当事項なし。 

４ 電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別が

適正かつ明確に定められていること。（審査基準第 15条(1)ｴ） 
－  該当事項なし。 

５ 他事業者が接続の請求等を行う場合において、①必要な情

報の開示を受ける手続、②接続の請求への回答を受ける手続、

③協定の締結及び解除の手続、④情報開示に係る標準的期間、

⑤接続の請求から回答・接続が開始されるまでの標準的期間

等が適正かつ明確に定められていること。（施行規則第 23条

の 4第 2項第 1号及び審査基準第 15 条(1)ｵ） 

適 

他事業者がエントリーメニュー

の適用地域を選定するに当たっ

て、必要な情報の開示を受ける手

続について、適正かつ明確に定め

られていると認められる。 

６ 他事業者が接続に必要な装置を建物、管路、とう道若しく

は電柱等に設置等する場合において、①情報の開示を受ける

手続、②設置等の可否について回答を受ける手続、③他事業

者が工事又は保守を行う場合の手続、④工事又は保守に他事

業者が立会いをする手続、⑤工事に係る標準的期間、⑥場所

等に関して他事業者が負担すべき金額、⑦工事等に関して他

事業者が負担すべき金額が適正かつ明確に定められているこ

と。（施行規則第 23 条の 4 第 2 項第 2 号及び審査基準第 15

条(1)ｵ） 

－ 

 該当事項なし。 

７  他事業者が屋内配線設備（集合住宅向けに限る）を利用す

る場合において、①工事を行う手続、②負担すべき金額、③

利用する場合の条件が適正かつ明確に定められていること。

（施行規則第 23条の 4第 2項第 3号及び審査基準第 15条(1)

ｵ） 

－ 

 該当事項なし。 

８  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事

若しくは保守、料金の請求若しくは回収その他第一種指定電

気通信設備との接続に係る業務を行う場合に、これに関して

当該他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な

原価に照らし公正妥当な金額が適正かつ明確に定められてい

－ 

該当事項なし。 
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ること。（施行規則第 23条の 4第 2項第 4号及び審査基準第 

15条(1)ｵ） 

９  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び他

事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項が適

正かつ明確に定められていること。（施行規則第 23条の 4第

2項第 5号及び審査基準第 15条(1)ｵ） 

－ 
該当事項なし。 

10  法第８条第１項の重要通信の取扱方法が適正かつ明確に定

められていること。（施行規則第 23条の 4第 2項第 6号及び

審査基準第 15条(1)ｵ） 
－ 

該当事項なし。 

11  他事業者が接続に関して行う請求及び第一種指定電気通信

設備を設置する電気通信事業者が当該請求に対して行う回答

において用いるべき様式が適正かつ明確に定められているこ

と。（施行規則第 23 条の 4 第 2 項第 7 号及び審査基準第 15

条(1)ｵ） 

－ 

該当事項なし。 

12 他事業者と協議が調わない場合のあっせん又は仲裁による

解決方法が適正かつ明確に定められていること。（施行規則第

23条の 4第 2項第 8号及び審査基準第 15 条(1)ｵ） 
－ 

該当事項なし。 

13 番号ポータビリティ機能の接続料について、接続料規則第

15条の 2ただし書の規定によるときは、固定端末系伝送路設

備を直接収容する交換等設備を設置する電気通信事業者が当

該機能の接続料を負担すべき電気通信事業者から当該機能の

接続料の額に相当する金額を取得し当該機能の接続料を第一

種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に支払うこと

を確保するために必要な事項が適正かつ明確に定められてい

ること。（施行規則第 23条の 4第 2項第 9号及び審査基準第

15条(1)ｵ） 

－ 

該当事項なし。 

14 前各号に掲げるもののほか、他事業者の権利又は義務に重

要な関係を有する電気通信設備の接続の条件に関する事項が

あるときは、その事項が適正かつ明確に定められていること。

（施行規則第23条の4第2項第10号及び審査基準第15条(1)

ｵ） 

適 

エントリーメニューに係る最低

利用期間及び解約時の違約金につ

いて、適正かつ明確に定められて

いると認められる。 

15 有効期間を定めるときは、その期間が適正かつ明確に定め

られていること。（施行規則第 23 条の 4第 2項第 11号及び審

査基準第 15条(1)ｵ） 適 
エントリーメニューの適用の選

択を受け付ける期間について、適

正かつ明確に定められていると認

められる。 

16 接続料が接続料規則に定める方法により算定された原価に

照らし公正妥当なものであること。（審査基準第 15条(2)） 適 
接続料は接続料規則に定める方

法により算定された原価に照ら

し、公正妥当なものと認められる。 

17  接続の条件が、第一種指定電気通信設備を設置する電気通

信事業者がその指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接

続することとした場合の条件に比して不利なものでないこ

と。（審査基準第 15条(3)） 

－ 
該当事項なし。 

18  特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いをするも

のでないこと。（審査基準第 15条(4)） 
適 

本件申請において、特定の電気

通信事業者に対し不当な差別的取

扱いをする旨の記載は認められな

い。 
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は
光
信

号
局
内

伝
送
路
の

接
続
申

込
み
）
の

規
定
に

基
づ
き
、
当

社
の

光
信

号
主

端
末

回
線

と
接

続
し
よ

う
と
す

る
場
合
は
、
当

社
が
別

に
定
め

る
通
信

用
建
物
に

収
容
す

る
光
信
号

主
端
末

回
線
に

限

り
、
複

数
年
段

階
料

金
（

平
成

2
4
年
３

月
2
9
日

付
け
情
報

通
信
行

政
・
郵
政

行
政
審

議
会
答
申
（
情

郵
審
第

3
3
号

）
に

基
づ
き

、
接
続

開
始

後
１

年
間

の
接

続
料

を
低

減
さ
せ
、
当

該
低
減

額
及
び

当
該
低

減
額
に
係

る
利
息

を
接
続
開

始
後
３

年
目
の
接

続
料
に

加
算
す

る

方
法

に
よ

り
算

定
し

た
光

信
号

主
端
末

回
線
の

料
金
の
こ

と
を
い

い
ま
す
。
以
下
、
同

じ
と
し

ま
す
。
）
の
適
用

を
選
択

す
る
こ
と

が

で
き

ま
す

。
 

２
 
前

項
に

規
定

す
る

当
社

が
別

に
定

め
る
通

信
用
建
物

は
、
平

成
2
4
年
３

月
末
時

点
に
お
い

て
、
当

社
が
Ｉ
Ｐ

通
信
網

サ
ー
ビ
ス
（

Ｉ

Ｐ
通

信
網

サ
ー

ビ
ス

契
約

約
款

に
定
め

る
メ
ニ

ュ
ー
５
－

１
に
係

る
も
の
に

限
り
ま

す
。
以
下

こ
の
条

に
お
い
て

同
じ
と

し
ま
す
。

）

を
提

供
し

て
い

る
通

信
用

建
物

の
う
ち
、
他
事
業

者
が
Ｉ

Ｐ
通
信

網
サ
ー
ビ

ス
に
相

当
す
る
サ

ー
ビ
ス

を
提
供
し

て
い
る

区
域
が
、
Ｉ

Ｐ
通

信
網

サ
ー

ビ
ス

契
約

約
款

に
定
め

る
Ｉ
Ｐ

通
信
網
サ

ー
ビ
ス

の
提
供
区

域
の
半

数
に
満
た

な
い
通

信
用
建
物

と
し
、
当
社

が
選

定

す
る

も
の

と
し

ま
す

。
ま

た
、
当
社
は
、
当

社
が
別

に
定

め
る
通

信
用
建
物

に
つ
い

て
接
続
申

込
者
が

電
気
通
信

回
線
設

備
を
通
じ

て

閲
覧

で
き

る
よ

う
に

す
る

も
の

と
し
ま

す
。

 

３
 
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、
接
続

申
込
者

が
複
数
年

段
階
料

金
を
適
用

し
た
光

信
号
主
端

末
回
線

と
接
続
し

よ
う
と

す
る
場
合
、
接

続
申

込
者

は
、

複
数

年
段

階
料

金
の
適

用
を
選

択
す
る
通

信
用
建

物
を
予
め

当
社
に

申
し
出
る

こ
と
を

要
す
る
も

の
と
し

ま
す
。

 

４
 
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、
接
続

申
込
者

が
複
数
年

段
階
料

金
の
適
用

を
選
択

し
た
場
合

で
あ
っ

て
、
複
数

年
段
階

料
金
を
適

用
し

た
光

信
号

主
端

末
回

線
と

の
接

続
を
開

始
し
た

と
き
は
、
当

該
機
能

に
適
用

す
る
最

低
利
用
期

間
は
、
当

該
機
能

の
利
用

を
開
始
し

た

日
か

ら
起

算
し

て
３

年
間

と
し

ま
す
。

 

５
 
協

定
事

業
者

は
、
前

項
に

規
定

す
る

最
低
利

用
期
間
内

に
複
数

年
段
階
料

金
を
適

用
す
る
光

信
号
主

端
末
回
線

と
の
接

続
を
終
了

し

た
場

合
は

、
別

表
４
（

違
約

金
）
第
６
（
複

数
年
段

階
料

金
を
適

用
し
た
光

信
号
主

端
末
回
線

と
の
接

続
の
終
了

に
係
る

違
約
金
）
に

規
定

す
る

額
に

、
そ

の
額
（

利
息

に
相

当
す
る

額
を
除
き

ま
す

。
）
に
係
る

消
費
税

相
当
額
を

加
算
し

た
額
を
違

約
金
と

し
て

、
当

社

が
別

に
定

め
る

方
法

に
よ

り
支

払
う
こ

と
を
要

し
ま
す
。
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１
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第
１

 
網

使
用

料
 

 
 
 
１

 
適

用
 

区
 
 

分
 

内
 
 
 

 
 
容

 

(
1
)～

(
7)
 

(
略

)
 

(
8
)
 端

末
回

線

伝
送

機
能

に

係
る

料
金

の

適
用

 

ア
～

ナ
（

略
）

 

                  

(
8
)
-2

～
(
1
2)
 

(
略

)
 

(
略

)
 

 

(
1
3
) 

端
末

回

線
伝

送
機

能
及

び
光

信
号

多
重

分
離

機
 

能
の

組
み

合
わ
せ

 

ア
 ２

（
料

金
額
）
２

－
１
－

１
－
１
第

２
欄
ウ

欄
に
掲

げ
る

料
金

額
に

２
－

１
－

１
－

２
第

２
欄

に
掲

げ
る

料
金

額
を

加
え

た
額

を
適

用
す

る
場

合
に

は
、

２
－

１
の

４
ア

欄
に

掲
げ

る
料

金
額

を

組
み

合
わ

せ
て

適
用

し
ま

す
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
２

－
１

の
４

ア
欄

に
規

定
す

る
機

能
を

適

用
す

る
と

き
は

、
１

の
光

局
内

ス
プ

リ
ッ

タ
（

当
社

の
通

信
用

建
物

に
設

置
さ

れ
る

光
信

号
の

多

重
分

離
を

行
う

装
置

を
い

い
ま

す
。

以
下

同
じ

と
し

ま
す

。
）

に
収

容
で

き
る

光
信

号
主

端
末

回

線
の

数
は

４
を

、
１

の
光

信
号

主
端

末
回

線
か

ら
分

岐
で

き
る

光
信

号
分

岐
端

末
回

線
の

数
は

８

を
限

度
と

し
ま

す
（

以
下

、
そ

の
光

局
内

ス
プ

リ
ッ

タ
を

「
光

信
号

主
端

末
回

線
の

最
大

収
容

数

が
４

の
も

の
」
と
い

い
ま
す

。
）
。
 

イ
 
２

（
料

金
額

）
２

－
１

－
１

－
１

第
２

欄
ウ

(
ｲ
)
欄

に
掲

げ
る

料
金

額
に

２
－

１
－

１
－

１
第

６
欄
ア
欄

に
掲
げ
る

料
金
額

を
加
え
た

額
を
適

用
す
る
場

合
に
は

、
２

-
１
の

４
に
掲

げ
る
料
金

額

を
組

み
合

わ
せ

て
適

用
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

２
－

１
の

４
ア

欄
に

規

定
す

る
機

能
を

適
用

す
る

と
き

は
、

１
の

光
局

内
ス

プ
リ

ッ
タ

に
収

容
で

き
る

光
信

号
端

末
回

線

の
数

は
４

を
限

度
と

し
（

以
下

、
そ

の
光

局
内

ス
プ

リ
ッ

タ
を

「
光

信
号

端
末

回
線

の
最

大
収

容

数
が

４
の

も
の

」
と

い
い

ま
す

。
）
、
２

－
１

の
４

イ
欄

に
規

定
す

る
機

能
を

適
用

す
る

と
き

は
、

１
の

光
局

内
ス
プ
リ

ッ
タ
に

収
容
で
き

る
光
信

号
端
末

回
線

の
数

は
８

を
限

度
と

し
ま

す
（

以
下

、

そ
の

光
局

内
ス
プ
リ

ッ
タ
を
「
光

信
号

端
末
回

線
の
最

大
収

容
数

が
８

の
も

の
」
と

い
い

ま
す

。
）
。

   

第
１
表

 

 
 
第

１
 
網

使
用

料
 

 
 

 
１

 
適

用
 

 

区
 

 
分

 
内

 
 
 

 
 
容
 

(
1
)～

(
7)
 （

略
）
 

（
略
）

 

(
8
)
 端

末
回

線
伝

送
機

能
に

係
る

料
金

の

適
用

 

ア
～
ナ

 (
略
)
 

ニ
 

第
34

条
の

13
（

複
数

年
段

階
料

金
を

適
用

す
る

光
信

号
主

端
末

回
線

の
取

扱
い

）
第

１
項

の
規

定

に
基

づ
き

、
複

数
年

段
階

料
金

を
適

用
す

る
間

に
お

い
て

は
、

カ
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
２

（
料

金
額

）
２

－
１

－
１

－
１

第
２

欄
ウ

欄
に

規
定

す
る

機
能

に
つ

い
て

は
、

キ
に

規
定

す
る

場
合

を
除

き
、

２
－

１
－

１
－

１
に

掲
げ

る
料

金
額

に
、

２
－

１
－

１
－

２
の

２
に

掲
げ

る
料

金
額

及
び

２
－

１
－

１
－

２
第

２
欄

ア
欄

に
掲

げ
る

料
金

額
を

加
え

た
額

を
適

用
し

ま
す

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

１
の

光
信

号
主

端
末

回
線

か
ら

分
岐

す
る

光
信

号
分

岐
端

末
回

線
の

保
守

の
区

別
に

つ
い

て
は

、
一

体
と
し
て

利
用
す
る

光
信
号

主
端
末
回

線
の
保

守
の
態
様

と
同
一

に
な
る
も

の
を
適

用
し
ま
す

。
 

ヌ
 
第

34
条
の

1
3
第

１
項
の

規
定
に
基

づ
き

、
複
数

年
段

階
料
金

を
適
用
す

る
間
に

お
い
て
は

、
２
（
料

金
額

）
２

－
１

－
１

－
１

の
２

に
規

定
す

る
機

能
に

つ
い

て
は

、
２

－
１

－
１

－
１

の
２

に
掲

げ
る

料
金

額
に

、
２

－
１

－
１

－
２

第
２

欄
ア

欄
に

掲
げ

る
料

金
額

を
加

え
た

額
を

適
用

し
ま

す
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
１

の
光

信
号

主
端

末
回

線
か

ら
分

岐
す

る
光

信
号

分
岐

端
末

回
線

の
保

守
の

区
別

に
つ

い
て

は
、

一
体

と
し

て
利

用
す

る
光

信
号

主
端

末
回

線
の

保
守

の
態

様
と

同
一

に
な

る
も

の
を

適
用
し
ま

す
。

 

ネ
 

協
定

事
業

者
が

、
複

数
年

段
階

料
金

を
適

用
す

る
光

信
号

主
端

末
回

線
と

の
接

続
を

開
始

し
て

３

年
が
経
過

し
た
後
も

当
該
回

線
と
の
接

続
を
継

続
す
る
場

合
は

、
当
該

回
線

に
つ
い

て
２
（
料

金
額

）

２
－

１
－

１
－

１
（

基
本

料
）

第
６

欄
イ

欄
又

は
２

－
１

－
１

－
２

（
加

算
料

）
第

２
欄

イ
欄

に
規

定
す
る
料

金
額
を
適

用
し
ま

す
。

 

(
8
)
-2

～
(
1
2)

 
(略

)
 

(
略

)
 

 

(
1
3
) 
端

末
回

線
伝

機

能
及

び
光

信
号

多

重
分

離
機

能
の

組

み
合

わ
せ

 

ア
 ２

（
料

金
額
）
２

－
１
－

１
－
１
第

２
欄
ウ

欄
に
掲
げ

る
料
金

額
に
２
－

１
－
１

－
２
第
２

欄
又

は

２
－

１
－

１
－

２
の

２
に

掲
げ

る
料

金
額

を
加

え
た

額
を

適
用

す
る

場
合

に
は

、
２

－
１

の
４

ア
欄

に

掲
げ

る
料

金
額

を
組

み
合

わ
せ

て
適

用
し

ま
す

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

２
－

１
の

４
ア

欄
に

規
定

す

る
機

能
を

適
用

す
る

と
き

は
、

１
の

光
局

内
ス

プ
リ

ッ
タ

（
当

社
の

通
信

用
建

物
に

設
置

さ
れ

る
光

信

号
の

多
重

分
離

を
行

う
装

置
を

い
い

ま
す

。
以

下
同

じ
と

し
ま

す
。

）
に

収
容

で
き

る
光

信
号

主
端

末

回
線

の
数

は
４

を
、

１
の

光
信

号
主

端
末

回
線

か
ら

分
岐

で
き

る
光

信
号

分
岐

端
末

回
線

の
数

は
８

を

限
度

と
し

ま
す

（
以

下
、

そ
の

光
局

内
ス

プ
リ

ッ
タ

を
「

光
信

号
主

端
末

回
線

の
最

大
収

容
数

が
４

の

も
の

」
と

い
い
ま
す

。
）
。

 

イ
 
２

（
料

金
額

）
２

－
１

－
１

－
１

第
２

欄
ウ

(
ｲ
)
欄

に
掲

げ
る

料
金

額
に

２
－

１
－

１
－

１
第

６
欄

ア
欄

又
は

２
－
１
－

１
－
１

の
２

に
掲

げ
る
料

金
額
を
加

え
た
額

を
適
用
す

る
場
合

に
は
、
２

-１
の
４

に
掲

げ
る

料
金

額
を

組
み

合
わ

せ
て

適
用

す
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
２

－
１

の

４
ア

欄
に

規
定

す
る

機
能

を
適

用
す

る
と

き
は

、
１

の
光

局
内

ス
プ

リ
ッ

タ
に

収
容

で
き

る
光

信
号

端

末
回

線
の

数
は

４
を

限
度

と
し

（
以

下
、

そ
の

光
局

内
ス

プ
リ

ッ
タ

を
「

光
信

号
端

末
回

線
の

最
大

収

容
数

が
４

の
も

の
」

と
い

い
ま

す
。

）
、

２
－

１
の

４
イ

欄
に

規
定

す
る

機
能

を
適

用
す

る
と

き
は

、

１
の

光
局

内
ス

プ
リ

ッ
タ

に
収

容
で

き
る

光
信

号
端

末
回

線
の

数
は

８
を

限
度

と
し

ま
す

（
以

下
、

そ

の
光

局
内

ス
プ
リ
ッ

タ
を
「

光
信
号
端

末
回
線

の
最
大
収

容
数
が

８
の
も
の

」
と
い

い
ま
す
。

）
。
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２
 
料
金

額
 

 
 

 
 

２
－

１
 

端
末

回
線

伝
送
機

能
 

 
 

 
 

 
２

－
１

－
１

 
基

本
額
 

 
 
 
 

 
 

２
－

１
－

１
－

１
 
基

本
料

 (
略
)
 

 
 
 
 

 
 

 

                                         

２
 
料
金

額
 

 
 
 
 

２
－

１
 

端
末

回
線

伝
送
機

能
 

 
 
 
 

 
２

－
１

－
１

 
基

本
額

 

 
 

 
 

 
 

２
－

１
－

１
－

１
 
基

本
料

 (
略
)
 

 
 

 
 

 
 

２
－

１
－

１
－

１
の
２

 
複
数

年
段
階
料

金
を
適

用
す
る
場

合
の
基

本
料

 

区
 
 
分

 
単

 
位

料
金
額

 
備

考
 

(
ｱ
)
 平

成
2
4

年
４
月
１

日

か
ら

平
成

2
5

年
３

月
31

日

ま
で
適
用

す

る
料
金

 

１
回
線

ご
と
に

2
,
4
28
円

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
未
満

の
場
合

に
適
用
し

ま
す
。

 

(
ｲ
)
 平

成
2
5

年
４
月
１

日

か
ら

平
成

2
6

年
３

月
31

日

ま
で
適
用

す

る
料
金

 

１
回
線

ご
と
に

平
成

2
5年

4月
１

日
か

ら
平

成
26
年

3
月

3
1日

ま
で
適
用

す
る
２
－

１
－
１
－

１
第
６
欄

イ
(
ｱ
)
欄
に
規

定
す
る

料
金
額

 

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
以
上

２
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。

 

端
末

回
線

伝
送

機
能

（
第

５
条

（
標

準
的

な
接

続
箇

所
）

第
１

項
の

表
中

第
１

－
３

欄
で

接
続

す
る
場

合
）

 

光
信

号
主

端
末

回
線
（

光
局

外
ス

プ
リ

ッ
タ

を
含

む
も

の
に

限
り

ま
す
。
）
に

よ
り

１
芯

に
て

伝
送

を
行

う
機

能
 

ア
 
保
守

の

区
別
が
タ

イ

プ
１
－
１

の

も
の

 

(
ｳ
)
 平

成
2
6

年
４
月
１

日

以
降
に
適

用

す
る
料
金

 

１
回
線

ご
と
に

平
成
2
6
年

４
月
１
日

以
降
に
適

用
す
る
２

－
１
－
１

－
１
第
６

欄
イ
(
ｱ
)
欄

に
規

定
す

る
料
金
額

に
、

6
0
0
円

を
加
算
し

た
料
金
額

 

接
続
開
始

日
か
ら
、

２
年
以
上

３
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。
ま
た

、
料

金
表
通
則
（
消

費
税

相
当
額
の

加
算

）
の

規
定
に
か

か
わ
ら

ず
左
欄
に

掲
げ
る

6
0
0円

の
う

ち
、
58
5

円
に
の
み

消
費
税

相
当
額
を

加
算
す

る
も
の
と

し
ま
す
。
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４
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３
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６
欄

イ
(
ｲ
)
欄
に
規

定
す
る

料
金
額

 

接
続
開
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か
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年
未

満
の
場
合
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。

 

 
 

イ
 保

守
の
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が
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イ

プ

１
－
２
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４
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－
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６
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す
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に
、

6
0
0
円
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算
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た
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接
続
開
始
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か
ら
、

２
年
以
上

３
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。
ま
た

、
料

金
表
通
則

の
規
定

に
か
か
わ

ら
ず
左

欄
に

掲
げ

る
6
0
0
円

の
う

ち
、

5
85
円

に

の
み
消
費

税
相
当

額
を
加
算

す
る
も

の
と
し
ま

す
。
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４
月
１

日

か
ら

平
成

2
5

年
３

月
31

日

ま
で
適
用

す

る
料
金

 

１
回
線

ご
と
に

2
,
4
98
円

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
未
満

の
場
合

に
適
用
し

ま
す
。

 

(
ｲ
)
 平

成
2
5

年
４
月
１

日

か
ら

平
成

2
6

年
３

月
31

日

ま
で
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用
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で
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る
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－
１
－
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イ
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)
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に
規
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す
る
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金
額

 

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
以
上

２
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。

 

 
 

ウ
 
ア
イ

以

外
の
も
の

 

(
ｳ
)
 平

成
2
6

年
４
月
１

日

以
降
に
適

用

す
る
料
金

 

１
回
線

ご
と
に

平
成
2
6
年

４
月
１
日

以
降
に
適

用
す
る
２

－
１
－
１

－
１
第
６

欄
イ
(
ｳ
)
欄

に
規

定
す

る
料
金
額

に
、

6
1
7
円

を
加
算
し

た
料
金
額

 

接
続
開
始

日
か
ら
、

２
年
以
上

３
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
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ま
た

、
料

金
表
通
則

の
規
定

に
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か
わ

ら
ず
左

欄
に

掲
げ

る
6
1
7
円

の
う

ち
、

6
01
円

に

の
み
消
費

税
相
当

額
を
加
算

す
る
も

の
と
し
ま

す
。
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２
－

１
－

１
－

２
 
(
略

)
 

                                            

 

２
－

１
－

１
－

２
 
(
略

)
 

２
－

１
－

１
－

２
の

２
 
複

数
年
段
階

料
金
を

適
用
す
る

場
合
の

加
算
料

 

 

区
 
 
分

 
単

 
位

料
金
額

 
備

考
 

(
ｱ
)
 平

成
2
4

年
４
月
１

日

か
ら

平
成

2
5

年
３

月
31

日

ま
で
適
用

す

る
料
金

 

１
回
線

ご
と
に

2
,
4
28
円

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
未
満

の
場
合

に
適
用
し

ま
す
。

 

(
ｲ
)
 平

成
2
5

年
４
月
１

日

か
ら

平
成

2
6

年
３

月
31

日

ま
で
適
用

す

る
料
金

 

１
回
線

ご
と
に

平
成

2
5年

4月
１

日
か

ら
平

成
26
年

3
月

3
1日

ま
で
適
用

す
る
２
－

１
－
１
－

２
第
２
欄

イ
(
ｱ
)
欄
に
規

定
す
る

料
金
額

 

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
以
上

２
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。

 

２
－

１
－

１
－

１
第

２
欄

ウ
に

規
定

す
る

機
能

に
係

る
加

算
料

光
信

号
主

端
末

回
線

に
係

る
加

算
料

 

ア
 
保
守

の

区
別
が
タ

イ

プ
１
－
１

の

も
の
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ｳ
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 平

成
2
6

年
４
月
１

日
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降
に
適

用

す
る
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回
線

ご
と
に
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成
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年
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月
１
日
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降
に
適

用
す
る
２
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－
１

－
２
第
２

欄
イ
(
ｱ
)
欄

に
規

定
す

る
料
金
額

に
、

6
0
0
円

を
加
算
し

た
料
金
額

 

接
続
開
始

日
か
ら
、

２
年
以
上

３
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す

。
ま
た

、
料

金
表
通
則

の
規
定

に
か
か
わ

ら
ず
左

欄
に

掲
げ

る
6
0
0
円

の
う

ち
、

5
85
円

に

の
み
消
費

税
相
当

額
を
加
算

す
る
も

の
と
し
ま

す
。

 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6



                                              

 

(
ｱ
)
 平

成
2
4

年
４
月
１

日

か
ら

平
成

2
5

年
３

月
31

日

ま
で
適
用

す

る
料
金

 

１
回
線

ご
と
に

2
,
4
28
円

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
未
満

の
場
合

に
適
用
し

ま
す
。

 

(
ｲ
)
 平

成
2
5

年
４
月
１

日

か
ら

平
成

2
6

年
３

月
31

日

ま
で
適
用

す

る
料
金

 

１
回
線

ご
と
に

平
成

2
5年

4月
１

日
か

ら
平

成
26
年

3
月

3
1日

ま
で
適
用

す
る
２
－

１
－
１
－

２
第
２
欄

イ
(
ｲ
)
欄
に
規

定
す
る

料
金
額

 

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
以
上

２
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。

 

 
 

イ
 保

守
の
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２
の

も

の
 

(
ｳ
)
 平

成
2
6

年
４
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る
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月
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２
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－
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２
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２

欄
イ
(
ｲ
)
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円
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ら
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２
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以
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)
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１
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成
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年
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月
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日

ま
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る
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に
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年
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満
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成
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年
４
月
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日
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に
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用

す
る
料
金

 

１
回
線

ご
と
に

平
成
2
6
年

４
月
１
日

以
降
に
適

用
す
る
２

－
１
－
１

－
２
第
２

欄
イ
(
ｳ
)
欄

に
規

定
す

る
料
金
額

に
、

6
1
7
円

を
加
算
し

た
料
金
額

 

接
続
開
始

日
か
ら
、

２
年
以
上

３
年
未

満
の
場
合

に
適
用
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ま
す
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ま
た

、
料

金
表
通
則

の
規
定

に
か
か
わ

ら
ず
左

欄
に

掲
げ

る
6
1
7
円

の
う

ち
、

6
01
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に

の
み
消
費

税
相
当
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を
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算

す
る
も

の
と
し
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す
。
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 別
表
４
 

違
約

金
 

  
第
１
（

略
）

 

 
第
２
 

光
信

号
端

末
回

線
の

接
続
の

手
続
き

に
係
る
違

約
金

 

区
 
分

 
違

約
金
の

額
 

(
1
)（

略
）

 
（

略
）

 

(
2
)（

略
）

 
（

略
）

 

ア
 
（
略

）
 

（
略
）

 

接
続

申
込

者
が

、

第
7
8
 条

の
２
（

一

般
光

信
号

中
継

回

線
、

光
信

号
端

末

回
線

又
は

光
信

号

局
内

伝
送

路
の

接

続
の

手
続

き
に

係

る
違

約
金

）
第

２
 

項
に

規
定

す
る

接

続
の

申
込

み
の

撤

回
を

行
っ

た
場

合

の
違
約
金

 

(
3
)
 

当
社

が
光

信
号

端

末
回

線
の

接
続

に
係

る
工

事
を

完
了

し
た

後
、
接

続
を

開
始
す

る

ま
で

の
間

に
撤

回
を

行
っ
た
場

合
 

イ
 

そ
の

光
信

号
端

末
回

線

に
光

信
号

分

岐
端

末
回

線

が
含

ま
れ

る

場
合

 

そ
の

接
続

申
込

者
が

行
っ

た
第

3
4
 
条

の
４

第
１

項
に

規
定

す
る

申
込

み
に

係
る

機
能

の
利
用
料
（
料

金
表

第
１
表

(
接

続
料
金

)
第

１
（

網
使

用
料

）
２

-
１

-
１

-
２

第
２

欄
ア

欄
に

規
定

す
る

加
算

料
に

つ
い

て
は

、
右

欄

に
掲

げ
る

料
金

額
と

し
ま

す
。

）
の

1
2
 
ヶ

月
分

に
相

当
す

る
額

に
そ

の
光

信
号

分
岐

端
末

回
線

に
係

る
料

金
表

第
４

表
（

光
信

号

引
込

等
設

備
に

係
る

負
担

額
）
第

２
（

光
信

号
引

込
等

設
備

の
撤

去
に

係
る

負
担

額
）
に

規
定

す
る

負
担

額
に

相
当

す
る

額
を

加
算

し
た
額

 

  
 

                     

 別
表

４
 

違
約

金
 

  
第

１
（

略
）

 

 
第

２
 

光
信

号
端

末
回

線
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接
続
の

手
続
き
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係
る
違

約
金

 

区
 
分

 
違

約
金
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額
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1
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略
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（

略
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(
2
)（

略
）

 
（

略
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ア
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略
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略
）

 

接
続
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が
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7
8
 条
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２
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般

光

信
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中
継
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、
光
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号
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線

又
は

光
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伝

送
路

の
接

続
の

手
続

き
に

係
る

違
約

金
）

第
２

 

項
に

規
定

す
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接
続
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申

込
み

の
撤

回
を

行
っ

た
場

合
の

違
約

金
 

(
3
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当
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が
光

信
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末
回

線
の

接
続

に
係

る
工

事
を

完
了

し
た

後
、
接

続
を
開

始

す
る

ま
で

の
間

に
撤

回
を

行
っ

た
場
合

 

イ
 

そ
の

光
信

号
端

末
回

線

に
光

信
号

分

岐
端

末
回

線

が
含

ま
れ

る

場
合

 

そ
の

接
続

申
込

者
が

行
っ

た
第

3
4
 
条

の
４

第
１

項
に

規
定

す
る
申
込

み
に
係
る

機
能
の

利
用
料
（
料

金
表
第

１
表

(
接

続

料
金

)
第

１
（

網
使

用
料

）
２

-
１

-
１

-
２

第
２

欄
ア

欄
に

規

定
す

る
加

算
料

に
つ

い
て

は
、

右
欄

に
掲

げ
る

料
金

額
と

し

ま
す
。
ま

た
、
第

3
4
条

の
1
3（

複
数
年

段
階
料

金
を
適
用

す

る
光

信
号

主
端

末
回

線
の

取
扱

い
）

に
規

定
す

る
複

数
年

段

階
料

金
を

適
用

す
る

場
合

は
料

金
表

２
－

１
－

１
－

１
第

６

欄
イ

欄
又

は
２

－
１

－
１

－
２

第
２

欄
イ

欄
に

掲
げ

る
料

金

額
）
の

12
 ヶ

月
分
に

相
当
す

る
額
に
そ

の
光
信

号
分
岐
端

末

回
線

に
係

る
料

金
表

第
４

表
（

光
信

号
引

込
等

設
備

に
係

る

負
担

額
）

第
２

（
光

信
号

引
込

等
設

備
の

撤
去

に
係

る
負

担

額
）
に
規

定
す
る
負

担
額
に

相
当
す
る

額
を
加

算
し
た
額

 

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10

 

第
３
～
５

（
略

）
 

 
 

  

 

第
３

～
５

（
略

）
 

 

 
第

６
 

複
数

年
段

階
料

金
を

適
用
し

た
光
信

号
主
端
末

回
線
と

の
接
続
の

終
了
に

係
る
違
約

金
 

区
 
分

 
違

約
金
の

額
 

(
1
)
 

協
定

事
業

者
が

、
複

数
年

段

階
料

金
を

適
用

す
る

光
信

号
主

端
末

回
線

と
の

接
続

を
開

始
し

た
日

か
ら

１
年

を
経

過
す

る
日

ま
で

に
、

接
続

を
終

了
し

た
場

合
 

接
続
を
終

了
し
た
日
（
以

下
、
こ
の

表
に

お
い
て
「
終

了
日
」
と

い
い
ま

す
。
）

か
ら

、
接

続
を

開
始

し
て

１
年

が
経

過
す

る
日

ま
で

の
期

間
に

対
応

す
る

、

料
金

表
第

１
表

（
接

続
料

金
）

第
１

（
網

使
用

料
）

２
（

料
金

額
）

２
－

１

－
１

－
１

第
６

欄
イ

欄
又

は
２

－
１

－
１

－
２

第
２

欄
イ

欄
に

掲
げ

る
料

金

額
に
、
接
続

を
開
始
し

た
日
か

ら
終
了
日

の
前
日

ま
で
の
期

間
に
対

応
す
る

、

２
－

１
－

１
－

１
第

６
欄

イ
欄

又
は

２
－

１
－

１
－

２
第

２
欄

イ
欄

か
ら

２

－
１

－
１

－
１

の
２

又
は

２
－

１
－

１
－

２
の

２
を

減
じ

た
額

（
以

下
、

こ

の
表
に
お

い
て
「
低

減
額
」
と

い
い
ま

す
。
）
及
び

当
該

低
減
額

に
つ
い
て

、

接
続

を
開

始
し

た
日

か
ら

終
了

日
の

前
日

ま
で

の
日

数
に

対
応

す
る

利
息

（
年

1
.
3
1
％
の

割
合

で
計
算

し
、
複
利

計
算
を

行
う
も
の

と
し
ま

す
。
以
下

、

こ
の
表
に

お
い
て
同

じ
と
し

ま
す
。
）

を
加
算

し
た
額

 

(
2
)
 

協
定

事
業

者
が

、
複

数
年

段

階
料

金
を

適
用

す
る

光
信

号
主

端
末

回
線

と
の

接
続

を
開

始
し

て
１

年
が

経
過

し
た

日
か

ら
２

年
が

経
過

す
る

日
ま

で
に

、
接

続
を

終
了

し
た

場
合

 

接
続

を
開

始
し

た
日

か
ら

1
2
ヶ

月
間

に
対

応
す

る
低

減
額

に
、
接
続

を
開
始

し
た
日
か

ら
終
了
日

の
前
日

ま
で
の
日

数
に
対

応
す
る
利

息
を
加

算
し
た
額

 

接
続

申
込

者
が
、
第

3
4

条
の

13
（

複

数
年

段
階

料
金

を
適

用
す

る
光

信
号

主
端

末
回

線
の

取
扱
い

）
第

４
項

に
規

定
す
る

、
複

数
年

段
階

料
金

を
適

用
す

る
光

信
号

主
端

末
回

線
と

の
接

続
を

終
了

し
た

場
合

の
違

約
金

 

 

(
3
)
 

接
続

事
業

者
が

、
複

数
年

段

階
料

金
を

適
用

す
る

光
信

号
主

端
末

回
線

と
の

接
続

を
開

始
し

て
２

年
が

経
過

し
た

日
か

ら
３

年
が

経
過

す
る

日
ま

で
に

接
続

を
終

了
し

た
場

合
 

終
了

日
か

ら
、

接
続

を
開

始
し

て
３

年
が

経
過

す
る

日
ま

で
の

期
間

に
対

応

す
る

低
減

額
に

、
接

続
を

開
始

し
た

日
か

ら
終

了
日

の
前

日
ま

で
の

日
数

に

対
応
す
る

利
息
を
加

算
し
た

額
 

  附
則

 

１
 
こ

の
改

正
規

定
は

、
認

可
を

受
け

た
後
、

当
社
の
準

備
が
整

い
次
第
、

実
施
し

ま
す
。

 

２
 
当

社
は

、
複

数
年

段
階

料
金

の
適

用
の
選

択
を
実
現

す
る
た

め
に
要
す

る
シ
ス

テ
ム
開
発

費
用
に

つ
い
て
、
料
金
表

第
１
表
（

接
続

料
金
）
第

１
（
網
使

用
料
）

２
（
料
金

額
）
２

－
1
1
（
そ

の
他
の

機
能
）
第

1
2
欄

、
第

14
欄

か
ら
第

1
8
欄

及
び
第

2
0
欄
に
規

定
す

る
回

線
管

理
機

能
の

原
価

に
加

え
て
当

該
機
能

に
係
る
料

金
の
算

定
を
行
う

も
の
と

し
ま
す
。

 

３
 

当
社

は
、

平
成

2
4
年

３
月

2
9
日

付
け

情
報

通
信

行
政

・
郵

政
行

政
審

議
会

答
申

（
情

郵
審

第
3
3
号

）
に

基
づ

く
、

光
配

線
区

画

の
見

直
し
が

完
了
す

る
ま

で
の

間
に
限

り
、

光
信

号
主
端

末
回

線
に

係
る
網

使
用

料
に

つ
い
て

、
複

数
年

段
階
料

金
の

適
用

の
選
択

を

受
け

付
け

る
も

の
と

し
ま

す
。

 

 

 



網使用料算定根拠
（東日本コストに基づく接続料）
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 Ⅰ
．

算
定

手
順

・
光

信
号

主
端

末
回
線
（
複
数
年
段
階
料
金
）

  

料
金

の
設

定
に

使
用

し
た

単
金

接
続

料
金

平
成

2
4
年

3
月

2
9
日

認
可

加
入

者
光

フ
ァ

イ
バ

算
定

根
拠

（
光

信
号

主
端

末
回

線
）

平
成

2
4
年

度
適

用
の

通
常

メ
ニ

ュ
ー

料
金

×
（
1
＋

割
引

率
（
▲

1
9
.4

％
）
）

＜
開

通
後

1
年

目
＞

（
平

成
2
4
年

度
適

用
）

平
成

2
5
年

度
適

用
の

通
常

メ
ニ

ュ
ー

料
金

と
同

一
＜

開
通

後
2
年

目
＞

（
平

成
2
5
年

度
適

用
）

平
成

2
6
年

度
適

用
の

通
常

メ
ニ

ュ
ー

料
金

＋
割

引
額

×
（
1
＋

利
子

率
）

2
＜

開
通

後
3
年

目
＞

（
平

成
2
6
年

度
適

用
）

端
末

回
線

伝
送

機
能

（
光

信
号

主
端

末
回

線
）

複
数

年
段

階
料

金

2



Ⅱ.料金の設定

・光信号主端末回線（複数年段階料金）

・料金の設定

①基本料

・２－１－１－１の２ 複数年段階料金を適用する場合の基本料

区分 平成24年度 備考

①通常料金 （円/回線・月） 3,013

②割引率 19.4% 別紙の（２）の③

③割引額 585 ①×②

④料金 （円/回線・月） 2,428 ①－③

区分 平成25年度 備考

①料金 （円/回線・月） 2,986

区分 平成26年度 備考

①通常料金 （円/回線・月） -

②平均利子率 1.31% 平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の Ⅵ.他人資本利子率の算定 （1）有利子負債に対する利子率

③加算額 600 ａの③×（1＋②）×（１＋②）

④料金 （円/回線・月） 600 ①＋③

区分 平成24年度 備考

①通常料金 （円/回線・月） 3,013

②割引率 19.4% 別紙の（２）の③

③割引額 585 ①×②

④料金 （円/回線・月） 2,428 ①－③

区分 平成25年度 備考

①料金 （円/回線・月） 2,986

区分 平成26年度 備考

①通常料金 （円/回線・月） -

②平均利子率 1.31% 平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の Ⅵ.他人資本利子率の算定 （1）有利子負債に対する利子率

③加算額 600 ｄの③×（1＋②）×（１＋②）

④料金 （円/回線・月） 600 ①＋③

区分 平成24年度 備考

①通常料金 （円/回線・月） 3,099

②割引率 19.4% 別紙の（２）の③

③割引額 601 ①×②

④料金 （円/回線・月） 2,498 ①－③

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（イ） 保守の区別がタイプ１-2のもの の平成25年度適用料
金

f．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の 光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能のイ 保守の区別がタイプ１-2
のもの のうち（ウ）平成26年4月1日以降に適用する料金（平成26年4月1日以降に適用する２－１－１－１第６欄イ(イ)欄に規定する料金額に加算する料金）

ａ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の 光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能のア 保守の区別がタイプ１-１
のもの のうち（ア）平成24年4月1日から平成25年3月31まで適用する料金

ｂ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の 光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能のア 保守の区別がタイプ１-１
のもの のうち（イ）平成25年4月1日から平成26年3月31まで適用する料金

ｃ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の 光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能のア 保守の区別がタイプ１-１
のもの のうち（ウ）平成26年4月1日以降に適用する料金（平成26年4月1日以降に適用する２－１－１－１第６欄イ(ｱ)欄に規定する料金額に加算する料金）

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（ア） 保守の区別がタイプ１-１のもの の平成24年度適用料
金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（ア） 保守の区別がタイプ１-１のもの の平成25年度適用料
金

ｄ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の 光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能のイ 保守の区別がタイプ１-2
のもの のうち（ア）平成24年4月1日から平成25年3月31まで適用する料金

ｇ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の 光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能のウ アイ以外のもの のうち
（ア）平成24年4月1日から平成25年3月31まで適用する料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（イ） 保守の区別がタイプ１-2のもの の平成24年度適用料
金

ｅ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の 光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能のイ 保守の区別がタイプ１-2
のもの のうち（イ）平成25年4月1日から平成26年3月31まで適用する料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（ウ） （ア）（イ）以外のもの の平成24年度適用料金

3



区分 平成25年度 備考

①料金 （円/回線・月） 3,071

区分 平成26年度 備考

①通常料金 （円/回線・月） -

②平均利子率 1.31% 平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の Ⅵ.他人資本利子率の算定 （1）有利子負債に対する利子率

③加算額 617 ｇの③×（1＋②）×（１＋②）

④料金 （円/回線・月） 617 ①＋③

②加算料

・２－１－１－２の２ 複数年段階料金を適用する場合の加算料

区分 平成24年度 備考

料金 （円/回線・月） 2,428

区分 平成25年度 備考

料金 （円/回線・月） 2,986

区分 平成26年度 備考

料金 （円/回線・月） 600

区分 平成24年度 備考

料金 （円/回線・月） 2,428

区分 平成25年度 備考

料金 （円/回線・月） 2,986

区分 平成26年度 備考

料金 （円/回線・月） 600

区分 平成24年度 備考

料金 （円/回線・月） 2,498

区分 平成25年度 備考

料金 （円/回線・月） 3,071

区分 平成26年度 備考

料金 （円/回線・月） 617

ａ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のア 保守の区別がタイプ１-１のもの のうち（ア）平成24年4月1日から平成25年3月31まで適用する料金

ｂ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のア 保守の区別がタイプ１-１のもの のうち（イ）平成25年4月1日から平成26年3月31まで適用する料金

ｈ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の 光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能のウ アイ以外のもの のうち
（イ）平成25年4月1日から平成26年3月31まで適用する料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（ウ） （ア）（イ）以外のもの の平成25年度適用料金

ｉ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の 光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能のウ アイ以外のもの のうち
（ウ）平成26年4月1日以降に適用する料金（平成26年4月1日以降に適用する２－１－１－１第６欄イ(ウ)欄に規定する料金額に加算する料金）

ｆ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のイ 保守の区別がタイプ１-２のもの のうち（ウ）平成26年4月1日以降に適用する料金（平成26年４月１日以降に適用する２
－１－１－２第２欄イ(イ)欄に規定する料金額に加算する料金）

①のｆ．より

ｇ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のウ アイ以外のもの のうち（ア）平成24年4月1日から平成25年3月31まで適用する料金

①のｂ．より

ｃ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のア 保守の区別がタイプ１-１のもの のうち（ウ）平成26年4月1日以降に適用する料金（平成26年４月１日以降に適用する
２－１－１－２第２欄イ(ｱ)欄に規定する料金額に加算する料金）

①のｅ．より

①のａ．より

①のｉ．より

①のｇ．より

ｈ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のウ アイ以外のもの のうち（イ）平成25年4月1日から平成26年3月31まで適用する料金

①のｈ．より

ｉ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料のア 光信号主端末回線に係る加算料のウ アイ以外のもの のうち（ウ）平成26年4月1日以降に適用する料金（平成26年４月１日以降に適用する２－１－１－２
第２欄イ(ウ)欄に規定する料金額に加算する料金）

①のｃ．より

ｄ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のイ 保守の区別がタイプ１-２のもの のうち（ア）平成24年4月1日から平成25年3月31まで適用する料金

①のｄ．より

ｅ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のイ 保守の区別がタイプ１-２のもの のうち（イ）平成25年4月1日から平成26年3月31まで適用する料金

4



（別紙）割引率の算定

（情報通信行政・郵政行政審議会答申（情郵審第３３号）別添に記載された「エントリーメニューに係る接続料水準に関する考え方」に基づき算定）

（１）メタルと光の１ユーザあたりコストが同水準となる獲得ユーザ数の算定

区分 平成24年度 備考

1,247

3,013

274

④回線管理運営費 51

3.1 ②÷（（①＋④）－（③＋④））

（２）割引率の算定

区分 平成24年度 備考

4,670 （1）の②×（1）の⑤÷2

24,104 （1）の②×8

③割引率 （％） 19.4% ①÷②

①ドライカッパ接続料と比較した場合の光主端末回線
の平均獲得ユーザ数あたりの超過コスト （円）

②コスト総額 （円）

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-2欄で接続する場合） 端末回線により
伝送を行う機能のア イ以外のものの（イ） 当社の局内ｽﾌﾟﾘｯﾀを利用しない場合の① ②以外の場合のＡ 保守の区別がタイプ１-１のもの

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ 光信号主
端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（ア） 保守の区別がタイプ１-１のもの の平成24年度適用料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の2－1－1－1第2欄ウ欄又は第6欄イ欄に規定する機能に係る加算料のア 光信号分岐端末回線に係る
加算料の（ｱ） 当社の光屋内配線（主として一戸建ての建物に設置される形態により設置するものに限ります。）を利用するものの① 保守の区別がタイプ１-１のもの

⑤ドライカッパと１ユーザあたりコストが同水準となる
光主端末回線あたりの獲得ユーザ数 （ユーザ）

③光信号分岐端末回線接続料 （円/回線・月）

②光信号主端末回線接続料 （円/回線・月）

①ドライカッパ接続料 （円/回線・月）

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の 13．その他の機能の B．回線管理機能の ＤＳＬ回線管理機能（端末回線伝送機能２－１－１－１第４
欄を利用するもののイ 端末回線伝送機能２－１－１－１第４欄（イ）①欄に係るもの）及び光信号分岐端末回線管理機能
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（
料

金
額

）
２

－
１

－
１

－
１

第
２

欄
ウ

(
ｲ
)
欄

に
掲

げ
る

料
金

額
に

２
－

１
－

１
－

１
第

６
欄
ア
欄

に
掲
げ
る

料
金
額

を
加
え
た

額
を
適

用
す
る
場

合
に
は

、
２

-
１
の

４
に
掲

げ
る
料
金

額

を
組

み
合

わ
せ

て
適

用
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

２
－

１
の

４
ア

欄
に

規

定
す

る
機

能
を

適
用

す
る

と
き

は
、

１
の

光
局

内
ス

プ
リ

ッ
タ

に
収

容
で

き
る

光
信

号
端

末
回

線

の
数

は
４

を
限

度
と

し
（

以
下

、
そ

の
光

局
内

ス
プ

リ
ッ

タ
を

「
光

信
号

端
末

回
線

の
最

大
収

容

数
が

４
の

も
の

」
と

い
い

ま
す

。
）
、
２

－
１

の
４

イ
欄

に
規

定
す

る
機

能
を

適
用

す
る

と
き

は
、

１
の

光
局

内
ス
プ
リ

ッ
タ
に

収
容
で
き

る
光
信

号
端
末

回
線

の
数

は
８

を
限

度
と

し
ま

す
（

以
下

、

そ
の

光
局

内
ス
プ
リ

ッ
タ
を
「
光

信
号

端
末
回

線
の
最

大
収

容
数

が
８

の
も

の
」
と

い
い

ま
す

。
）
。

第
１
表

 

 
 
第

１
 
網

使
用

料
 

 
 

 
１

 
適

用
 

 

区
 

 
分

 
内

 
 
 

 
 
容
 

(
1
)～

(
7)
 （

略
）
 

（
略
）

 

(
8
)
 端

末
回

線
伝

送
機

能
に

係
る

料
金

の

適
用

 

ア
～
ナ

 (
略
)
 

ニ
 

第
34

条
の

13
（

複
数

年
段

階
料

金
を

適
用

す
る

光
信

号
主

端
末

回
線

の
取

扱
い

）
第

１
項

の
規

定

に
基

づ
き

、
複

数
年

段
階

料
金

を
適

用
す

る
間

に
お

い
て

は
、

カ
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
２

（
料

金
額

）
２

－
１

－
１

－
１

第
２

欄
ウ

欄
に

規
定

す
る

機
能

に
つ

い
て

は
、

キ
に

規
定

す
る

場
合

を
除

き
、

２
－

１
－

１
－

１
に

掲
げ

る
料

金
額

に
、

２
－

１
－

１
－

２
の

２
に

掲
げ

る
料

金
額

及
び

２
－

１
－

１
－

２
第

２
欄

ア
欄

に
掲

げ
る

料
金

額
を

加
え

た
額

を
適

用
し

ま
す

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

１
の

光
信

号
主

端
末

回
線

か
ら

分
岐

す
る

光
信

号
分

岐
端

末
回

線
の

保
守

の
区

別
に

つ
い

て
は

、
一

体
と
し
て

利
用
す
る

光
信
号

主
端
末
回

線
の
保

守
の
態
様

と
同
一

に
な
る
も

の
を
適

用
し
ま
す

。
 

ヌ
 
第

34
条
の

1
3
第

１
項
の

規
定
に
基

づ
き

、
複
数

年
段

階
料
金

を
適
用
す

る
間
に

お
い
て
は

、
２
（
料

金
額

）
２

－
１

－
１

－
１

の
２

に
規

定
す

る
機

能
に

つ
い

て
は

、
２

－
１

－
１

－
１

の
２

に
掲

げ
る

料
金

額
に

、
２

－
１

－
１

－
２

第
２

欄
ア

欄
に

掲
げ

る
料

金
額

を
加

え
た

額
を

適
用

し
ま

す
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
１

の
光

信
号

主
端

末
回

線
か

ら
分

岐
す

る
光

信
号

分
岐

端
末

回
線

の
保

守
の

区
別

に
つ

い
て

は
、

一
体

と
し

て
利

用
す

る
光

信
号

主
端

末
回

線
の

保
守

の
態

様
と

同
一

に
な

る
も

の
を

適
用
し
ま

す
。

 

ネ
 

協
定

事
業

者
が

、
複

数
年

段
階

料
金

を
適

用
す

る
光

信
号

主
端

末
回

線
と

の
接

続
を

開
始

し
て

３

年
が
経
過

し
た
後
も

当
該
回

線
と
の
接

続
を
継

続
す
る
場

合
は

、
当
該

回
線

に
つ
い

て
２
（
料

金
額

）

２
－

１
－

１
－

１
（

基
本

料
）

第
６

欄
イ

欄
又

は
２

－
１

－
１

－
２

（
加

算
料

）
第

２
欄

イ
欄

に
規

定
す
る
料

金
額
を
適

用
し
ま

す
。

 

(
8
)
-2

～
(
1
2)

 
(略

)
 

(
略

)
 

 

(
1
3
) 
端

末
回

線
伝

機

能
及

び
光

信
号

多

重
分

離
機

能
の

組

み
合

わ
せ

 

ア
 ２

（
料

金
額
）
２

－
１
－

１
－
１
第

２
欄
ウ

欄
に
掲
げ

る
料
金

額
に
２
－

１
－
１

－
２
第
２

欄
又

は

２
－

１
－

１
－

２
の

２
に

掲
げ

る
料

金
額

を
加

え
た

額
を

適
用

す
る

場
合

に
は

、
２

－
１

の
４

ア
欄

に

掲
げ

る
料

金
額

を
組

み
合

わ
せ

て
適

用
し

ま
す

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

２
－

１
の

４
ア

欄
に

規
定

す

る
機

能
を

適
用

す
る

と
き

は
、

１
の

光
局

内
ス

プ
リ

ッ
タ

（
当

社
の

通
信

用
建

物
に

設
置

さ
れ

る
光

信

号
の

多
重

分
離

を
行

う
装

置
を

い
い

ま
す

。
以

下
同

じ
と

し
ま

す
。

）
に

収
容

で
き

る
光

信
号

主
端

末

回
線

の
数

は
４

を
、

１
の

光
信

号
主

端
末

回
線

か
ら

分
岐

で
き

る
光

信
号

分
岐

端
末

回
線

の
数

は
８

を

限
度

と
し

ま
す

（
以

下
、

そ
の

光
局

内
ス

プ
リ

ッ
タ

を
「

光
信

号
主

端
末

回
線

の
最

大
収

容
数

が
４

の

も
の

」
と

い
い

ま
す

。
）

、
２

－
１

の
４

イ
欄

に
規

定
す

る
機

能
を

適
用

す
る

と
き

は
、

１
の

光
局

内

ス
プ

リ
ッ

タ
に

収
容

で
き

る
光

信
号

主
端

末
回

線
の

数
は

８
を

、
１

の
光

信
号

主
端

末
回

線
か

ら
分

岐

で
き

る
光

信
号
分
岐

端
末
回

線
の
数
は

４
を
限

度
と
し
ま

す
（

以
下

、
そ
の
光

局
内
ス

プ
リ
ッ
タ

を
「

光

信
号

主
端

末
回
線
の

最
大
収

容
数
が
８

の
も
の

」
と
い
い

ま
す
。

）
。

 

イ
 
２

（
料

金
額

）
２

－
１

－
１

－
１

第
２

欄
ウ

(
ｲ
)
欄

に
掲

げ
る

料
金

額
に

２
－

１
－

１
－

１
第

６
欄

ア
欄

又
は

２
－
１
－

１
－
１

の
２

に
掲

げ
る
料

金
額
を
加

え
た
額

を
適
用
す

る
場
合

に
は
、
２

-１
の
４

に
掲

げ
る

料
金

額
を

組
み

合
わ

せ
て

適
用

す
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
２

－
１

の

４
ア

欄
に

規
定

す
る

機
能

を
適

用
す

る
と

き
は

、
１

の
光

局
内

ス
プ

リ
ッ

タ
に

収
容

で
き

る
光

信
号

端

末
回

線
の

数
は

４
を

限
度

と
し

（
以

下
、

そ
の

光
局

内
ス

プ
リ

ッ
タ

を
「

光
信

号
端

末
回

線
の

最
大

収

容
数

が
４

の
も

の
」

と
い

い
ま

す
。

）
、

２
－

１
の

４
イ

欄
に

規
定

す
る

機
能

を
適

用
す

る
と

き
は

、

１
の

光
局

内
ス

プ
リ

ッ
タ

に
収

容
で

き
る

光
信

号
端

末
回

線
の

数
は

８
を

限
度

と
し

ま
す

（
以

下
、

そ

の
光

局
内

ス
プ
リ
ッ

タ
を
「

光
信
号
端

末
回
線

の
最
大
収

容
数
が

８
の
も
の

」
と
い

い
ま
す
。

）
。
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 ２
 
料
金

額
 

 
 

 
 

２
－

１
 

端
末

回
線

伝
送
機

能
 

 
 

 
 

 
２

－
１

－
１

 
基

本
額
 

 
 
 
 

 
 

２
－

１
－

１
－

１
 
基

本
料

 (
略
)
 

 
 
 
 

 
 

 

                                        

 ２
 
料
金

額
 

 
 
 
 

２
－

１
 

端
末

回
線

伝
送
機

能
 

 
 
 
 

 
２

－
１

－
１

 
基

本
額

 

 
 

 
 

 
 

２
－

１
－

１
－

１
 
基

本
料

 (
略
)
 

 
 

 
 

 
 

２
－

１
－

１
－

１
の
２

 
複
数

年
段
階
料

金
を
適

用
す
る
場

合
の
基

本
料

 

区
 
 
分

 
単

 
位

料
金
額

 
備

考
 

①
 平

成
2
4年

４
月
１
日

か

ら
平

成
25

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
回
線

ご
と
に

2
,
9
08
円

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
未
満

の
場
合

に
適
用
し

ま
す
。

 

 

②
 平

成
2
5年

４
月
１
日

か

ら
平

成
26

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
回
線

ご
と
に

平
成

2
5年

4月
１

日
か

ら
平

成
26
年

3
月

3
1日

ま
で
適
用

す
る
２
－

１
－
１
－

１
第
６
欄

イ
(
ｱ
)
①
欄
に

規
定
す

る
料
金
額

 

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
以
上

２
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。

 

端
末

回
線

伝
送

機
能

（
第

５
条

（
標

準
的

な
接

続
箇

所
）

第
１

項
の

表
中

第
１

－
３

欄
で

接
続

す
る
場

合
）

 

光
信

号
主

端
末

回
線
（

光
局

外
ス

プ
リ

ッ
タ

を
含

む
も

の
に

限
り

ま
す
。
）
に

よ
り

１
芯

に
て

伝
送

を
行

う
機

能
 

ア
 

分
岐

で
き

る
光

信
号

分
岐

端
末

回
線

の
数

が
８

を
限

度
と

す
る

も
の

(
ｱ
)
  

保
守

の
区

別
が

タ
イ

プ
１

－
１

の
も

の
 

③
 平

成
2
6年

４
月
１
日

以

降
に
適
用

す

る
料
金

 

１
回
線

ご
と
に

平
成
2
6
年

４
月
１
日

以
降
に
適

用
す
る
２

－
１
－
１

－
１
第
６

欄
イ
(
ｱ
)
①

欄
に

規
定

す
る
料
金

額
に
、

9
6
4

円
を
加
算

し
た
料
金

額
 

接
続
開
始

日
か
ら
、

２
年
以
上

３
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。
ま
た

、
料

金
表
通
則

の
規
定

に
か
か
わ

ら
ず
左

欄
に

掲
げ

る
9
6
4
円

の
う

ち
、

9
38
円

に

の
み
消
費

税
相
当

額
を
加
算

す
る
も

の
と
し
ま

す
。

 

①
 平

成
2
4年

４
月
１
日

か

ら
平

成
25

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
回
線

ご
と
に

2
,
9
08
円

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
未
満

の
場
合

に
適
用
し

ま
す
。

 

 

 
 

 
(
ｲ
)

保
守

の
区

別
が

タ
イ

プ
１

－
２

の
も

の
 

②
 平

成
2
5年

４
月
１
日

か

ら
平

成
26

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
回
線

ご
と
に

平
成

2
5年

4月
１

日
か

ら
平

成
26
年

3
月

3
1日

ま
で
適
用

す
る
２
－

１
－
１
－

１
第
６
欄

イ
(
ｱ
)
②
欄
に

規
定
す

る
料
金
額

 

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
以
上

２
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。
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③
 平

成
2
6年

４
月
１
日

以

降
に
適
用

す

る
料
金

 

１
回
線

ご
と
に

平
成
2
6
年

４
月
１
日

以
降
に
適

用
す
る
２

－
１
－
１

－
１
第
６

欄
イ
(
ｱ
)
②

欄
に

規
定

す
る
料
金

額
に
、

9
6
4

円
を
加
算

し
た
料
金

額
 

接
続
開
始

日
か
ら
、

２
年
以
上

３
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。
ま
た

、
料

金
表
通
則

の
規
定

に
か
か
わ

ら
ず
左

欄
に

掲
げ

る
9
6
4
円

の
う

ち
、

9
38
円

に

の
み
消
費

税
相
当

額
を
加
算

す
る
も

の
と
し
ま

す
。

 

①
 平

成
2
4年

４
月
１
日

か

ら
平

成
25

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
回
線

ご
と
に

2
,
9
91
円

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
未
満

の
場
合

に
適
用
し

ま
す
。

 

 

②
 平

成
2
5年

４
月
１
日

か

ら
平

成
26

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
回
線

ご
と
に

平
成

2
5年

4月
１

日
か

ら
平

成
26
年

3
月

3
1日

ま
で
適
用

す
る
２
－

１
－
１
－

１
第
６
欄

イ
(
ｱ
)
③
欄
に

規
定
す

る
料
金
額

 

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
以
上

２
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。

 

 
 

 

(
ｳ
) 

(
ｱ
)
(

ｲ
)
以

外
の

も
の

③
 平

成
2
6年

４
月
１
日

以

降
に
適
用

す

る
料
金

 

１
回
線

ご
と
に

平
成
2
6
年

４
月
１
日

以
降
に
適

用
す
る
２

－
１
－
１

－
１
第
６

欄
イ
(
ｱ
)
③

欄
に

規
定

す
る
料
金

額
に
、

9
9
3

円
を
加
算

し
た
料
金
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２
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掲
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、
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。
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３
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３
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光

信
号

分
岐
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４

を
限

度
と

す
る

も
の

(
ｱ
) 

保
守

の
区

別
が

タ
イ

プ
１

－
１

の
も

の
 

③
 平

成
2
6年

４
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－
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２
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掲
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、
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。
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①
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３
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。

 

 

②
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３
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６
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２
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４
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掲
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、
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３
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３
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－
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－
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－
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③
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４
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２
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、
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信

号
主

端

末
回

線

ご
と
に

平
成
2
6
年

４
月
１
日

以
降
に
適

用
す
る
２

－
１
－
１

－
２
第
２

欄
イ
(
ｲ
)
②

欄
に

規
定

す
る
料
金

額
に
、

9
5
8

円
を
加
算

し
た
料
金

額
 

接
続
開
始

日
か
ら
、

２
年
以
上

３
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。
ま
た
、
料

金
表
通
則

の
規
定

に
か
か
わ

ら
ず
左

欄
に

掲
げ

る
9
5
8
円

の
う

ち
、

9
32
円

に

の
み
消
費

税
相
当

額
を
加
算

す
る
も

の
と
し
ま

す
。
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 別
表
４
 

違
約

金
 

  
第
１
（

略
）

 

 
第
２
 

光
信

号
端

末
回

線
の

接
続
の

手
続
き

に
係
る
違

約
金

 

区
 
分

 
違

約
金
の

額
 

(
1
)（

略
）

 
（

略
）

 

(
2
)（

略
）

 
（

略
）

 

ア
 
（
略

）
 

（
略
）

 

接
続

申
込

者
が

、

第
7
8
 条

の
２
（

一

般
光

信
号

中
継

回

線
、

光
信

号
端

末

回
線

又
は

光
信

号

局
内

伝
送

路
の

接

続
の

手
続

き
に

係

る
違

約
金

）
第

２
 

項
に

規
定

す
る

接

続
の

申
込

み
の

撤

回
を

行
っ

た
場

合

の
違
約
金

 

(
3
)
 

当
社

が
光

信
号

端

末
回

線
の

接
続

に
係

る
工

事
を

完
了

し
た

後
、
接

続
を

開
始
す

る

ま
で

の
間

に
撤

回
を

行
っ
た
場

合
 

イ
 

そ
の

光
信

号
端

末
回

線

に
光

信
号

分

岐
端

末
回

線

が
含

ま
れ

る

場
合

 

そ
の

接
続

申
込

者
が

行
っ

た
第

3
4
 
条

の
４

第
１

項
に

規
定

す
る

申
込

み
に

係
る

機
能

の
利
用
料
（
料

金
表

第
１
表

(
接

続
料
金

)
第

１
（

網
使

用
料

）
２

-
１

-
１

-
２

第
２

欄
ア

欄
に

規
定

す
る

加
算

料
を

除
き

ま
す

。
）
の

1
2
 
ヶ

月
分

に
相

当
す

る
額

に
そ

の
光

信
号

分
岐

端
末

回
線

に
係

る
料

金
表

第
４

表
（

光

信
号

引
込

等
設

備
に

係
る

負
担

額
）

第
２

（
光

信
号

引
込

等
設

備
の

撤
去

に
係

る
負

担
額

）
に

規
定

す
る

負
担

額
に

相
当

す
る

額

を
加

算
し

た
額

 

 

①
 平

成
2
4年

４
月
１
日

か

ら
平

成
25

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
光

信

号
主

端

末
回

線

ご
と
に

2
,
9
71
円

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
未
満

の
場
合

に
適
用
し

ま
す
。

 

 

②
 平

成
2
5年

４
月
１
日

か

ら
平

成
26

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
光

信

号
主

端

末
回

線

ご
と
に

平
成

2
5年

4月
１

日
か

ら
平

成
26
年

3
月

3
1日

ま
で
適
用

す
る
２
－

１
－
１
－

２
第
２
欄

イ
(
ｲ
)
③
欄
に

規
定
す

る
料
金
額

 

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
以
上

２
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。

 

 
 

 
(
ｳ
) 

(
ｱ
)
(

ｲ
)
以

外
の

も
の

③
 平

成
2
6年

４
月
１
日

以

降
に
適
用

す

る
料
金

 

１
光

信

号
主

端

末
回

線

ご
と
に

平
成
2
6
年

４
月
１
日

以
降
に
適

用
す
る
２

－
１
－
１

－
２
第
２

欄
イ
(
ｲ
)
③

欄
に

規
定

す
る
料
金

額
に
、

9
8
6

円
を
加
算

し
た
料
金

額
 

接
続
開
始

日
か
ら
、

２
年
以
上

３
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す

。
ま
た

、
料

金
表
通
則

の
規
定

に
か
か
わ

ら
ず
左

欄
に

掲
げ

る
9
8
6
円

の
う

ち
、

9
59
円

に

の
み
消
費

税
相
当

額
を
加
算

す
る
も

の
と
し
ま

す
。

 

 別
表

４
 

違
約

金
 

  
第

１
（

略
）

 

 
第

２
 

光
信

号
端

末
回

線
の

接
続
の

手
続
き

に
係
る
違

約
金

 

区
 
分

 
違

約
金
の

額
 

(
1
)（

略
）

 
（

略
）

 

(
2
)（

略
）

 
（

略
）

 

ア
 
（
略

）
 

（
略
）

 

接
続

申
込

者
が

、
第

7
8
 条

の
２
（

一
般

光

信
号

中
継

回
線

、
光

信
号

端
末

回
線

又
は

光
信

号
局

内
伝

送
路

の
接

続
の

手
続

き
に

係
る

違
約

金
）

第
２

 

項
に

規
定

す
る

接
続

の
申

込
み

の
撤

回
を

行
っ

た
場

合
の

違
約

金
 

(
3
)
 

当
社

が
光

信

号
端

末
回

線
の

接
続

に
係

る
工

事
を

完
了

し
た

後
、
接

続
を
開

始

す
る

ま
で

の
間

に
撤

回
を

行
っ

た
場
合

 

イ
 

そ
の

光
信

号
端

末
回

線

に
光

信
号

分

岐
端

末
回

線

が
含

ま
れ

る

場
合

 

そ
の

接
続

申
込

者
が

行
っ

た
第

3
4
 
条

の
４

第
１

項
に

規
定

す
る
申
込

み
に
係
る

機
能
の

利
用
料
（
料

金
表
第

１
表

(
接

続

料
金

)
第

１
（

網
使

用
料

）
２

-
１

-
１

-
２

第
２

欄
ア

欄
に

規

定
す
る
加

算
料
を
除

き
ま
す

。
ま
た
、
第

3
4
条

の
1
3（

複
数

年
段

階
料

金
を

適
用

す
る

光
信

号
主

端
末

回
線

の
取

扱
い

）

に
規

定
す

る
複

数
年

段
階

料
金

を
適

用
す

る
場

合
は

料
金

表

２
－

１
－

１
－

１
第

６
欄

イ
欄

又
は

２
－

１
－

１
－

２
第

２

欄
イ
欄
に

掲
げ
る
料

金
額

）
の

1
2
 ヶ

月
分
に
相

当
す
る
額

に

そ
の

光
信

号
分

岐
端

末
回

線
に

係
る

料
金

表
第

４
表

（
光

信

号
引

込
等

設
備

に
係

る
負

担
額

）
第

２
（

光
信

号
引

込
等

設

備
の

撤
去

に
係

る
負

担
額

）
に

規
定

す
る

負
担

額
に

相
当

す

る
額
を
加

算
し
た
額
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12

第
３
～
５

（
略

）
 

 
 

  

第
３

～
５

（
略

）
 

 
第

６
 

複
数

年
段

階
料

金
を

適
用
し

た
光
信

号
主
端
末

回
線
と

の
接
続
の

終
了
に

係
る
違
約

金
 

区
 
分

 
違

約
金
の

額
 

(
1
)
 

協
定

事
業

者
が

、
複

数
年

段

階
料

金
を

適
用

す
る

光
信

号
主

端
末

回
線

と
の

接
続

を
開

始
し

た
日

か
ら

１
年

を
経

過
す

る
日

ま
で

に
、

接
続

を
終

了
し

た
場

合
 

接
続
を
終

了
し
た
日
（
以

下
、
こ
の

表
に

お
い
て
「
終

了
日
」
と

い
い
ま

す
。
）

か
ら

、
接

続
を

開
始

し
て

１
年

が
経

過
す

る
日

ま
で

の
期

間
に

対
応

す
る

、

料
金

表
第

１
表

（
接

続
料

金
）

第
１

（
網

使
用

料
）

２
（

料
金

額
）

２
－

１

－
１

－
１

第
６

欄
イ

欄
又

は
２

－
１

－
１

－
２

第
２

欄
イ

欄
に

掲
げ

る
料

金

額
に
、
接
続

を
開
始
し

た
日
か

ら
終
了
日

の
前
日

ま
で
の
期

間
に
対

応
す
る

、

２
－

１
－

１
－

１
第

６
欄

イ
欄

又
は

２
－

１
－

１
－

２
第

２
欄

イ
欄

か
ら

２

－
１

－
１

－
１

の
２

又
は

２
－

１
－

１
－

２
の

２
を

減
じ

た
額

（
以

下
、

こ

の
表
に
お

い
て
「
低

減
額
」
と

い
い
ま

す
。
）
及
び

当
該

低
減
額

に
つ
い
て

、

接
続

を
開

始
し

た
日

か
ら

終
了

日
の

前
日

ま
で

の
日

数
に

対
応

す
る

利
息

（
年

1
.
4
0
％
の

割
合

で
計
算

し
、
複
利

計
算
を

行
う
も
の

と
し
ま

す
。
以
下

、

こ
の
表
に

お
い
て
同

じ
と
し

ま
す
。
）

を
加
算

し
た
額

 

(
2
)
 

協
定

事
業

者
が

、
複

数
年

段

階
料

金
を

適
用

す
る

光
信

号
主

端
末

回
線

と
の

接
続

を
開

始
し

て
１

年
が

経
過

し
た

日
か

ら
２

年
が

経
過

す
る

日
ま

で
に

、
接

続
を

終
了

し
た

場
合

 

接
続

を
開

始
し

た
日

か
ら

1
2
ヶ

月
間

に
対

応
す

る
低

減
額

に
、
接
続

を
開
始

し
た
日
か

ら
終
了
日

の
前
日

ま
で
の
日

数
に
対

応
す
る
利

息
を
加

算
し
た
額

 

接
続

申
込

者
が
、
第

3
4

条
の

13
（

複

数
年

段
階

料
金

を
適

用
す

る
光

信
号

主
端

末
回

線
の

取
扱
い

）
第

４
項

に
規

定
す
る

、
複

数
年

段
階

料
金

を
適

用
す

る
光

信
号

主
端

末
回

線
と

の
接

続
を

終
了

し
た

場
合

の
違

約
金

 

 

(
3
)
 

接
続

事
業

者
が

、
複

数
年

段

階
料

金
を

適
用

す
る

光
信

号
主

端
末

回
線

と
の

接
続

を
開

始
し

て
２

年
が

経
過

し
た

日
か

ら
３

年
が

経
過

す
る

日
ま

で
に

接
続

を
終

了
し

た
場

合
 

終
了

日
か

ら
、

接
続

を
開

始
し

て
３

年
が

経
過

す
る

日
ま

で
の

期
間

に
対

応

す
る

低
減

額
に

、
接

続
を

開
始

し
た

日
か

ら
終

了
日

の
前

日
ま

で
の

日
数

に

対
応
す
る

利
息
を
加

算
し
た

額
 

  附
則

 

１
 
こ

の
改

正
規

定
は

、
認

可
を

受
け

た
後
、

当
社
の
準

備
が
整

い
次
第
、

実
施
し

ま
す
。

 

２
 
当

社
は

、
複

数
年

段
階

料
金

の
適

用
の
選

択
を
実
現

す
る
た

め
に
要
す

る
シ
ス

テ
ム
開
発

費
用
に

つ
い
て
、
料
金
表

第
１
表
（

接
続

料
金
）
第
１
（

網
使

用
料

）
２
（

料
金

額
）
２

－
1
1（

そ
の

他
の

機
能

）
第

1
2
欄
、
第

1
4
欄

か
ら

第
1
8
欄

、
第

2
0
欄

及
び

第
22

欄

に
規

定
す

る
回

線
管

理
機

能
の

原
価
に

加
え
て

当
該
機
能

に
係
る

料
金
の
算

定
を
行

う
も
の
と

し
ま
す

。
 

３
 

当
社

は
、

平
成

2
4
年

３
月

2
9
日

付
け

情
報

通
信

行
政

・
郵

政
行

政
審

議
会

答
申

（
情

郵
審

第
3
3
号

）
に

基
づ

く
、

光
配

線
区

画

の
見

直
し
が

完
了
す

る
ま

で
の

間
に
限

り
、

光
信

号
主
端

末
回

線
に

係
る
網

使
用

料
に

つ
い
て

、
複

数
年

段
階
料

金
の

適
用

の
選
択

を

受
け

付
け

る
も

の
と

し
ま

す
。

 

 

 



網使用料算定根拠
（西日本コストに基づく接続料）
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1



 Ⅰ
．

算
定

手
順

・
光

信
号

主
端

末
回
線
（
複
数
年
段
階
料
金
）

  

料
金

の
設

定
に

使
用

し
た

単
金

接
続

料
金

平
成

2
4
年

3
月

2
9
日

認
可

加
入

者
光

フ
ァ

イ
バ

算
定

根
拠

（
光

信
号

主
端

末
回

線
）

平
成

2
4
年

度
適

用
の

通
常

メ
ニ

ュ
ー

料
金

×
（
1
＋

割
引

率
（
▲

2
4
.4

％
）
）

＜
開

通
後

1
年

目
＞

（
平

成
2
4
年

度
適

用
）

平
成

2
5
年

度
適

用
の

通
常

メ
ニ

ュ
ー

料
金

と
同

一
＜

開
通

後
2
年

目
＞

（
平

成
2
5
年

度
適

用
）

平
成

2
6
年

度
適

用
の

通
常

メ
ニ

ュ
ー

料
金

＋
割

引
額

×
（
1
＋

利
子

率
）

2
＜

開
通

後
3
年

目
＞

（
平

成
2
6
年

度
適

用
）

端
末

回
線

伝
送

機
能

（
光

信
号

主
端

末
回

線
）

複
数

年
段

階
料

金

2



Ⅱ.料金の設定

・光信号主端末回線（複数年段階料金）

・料金の設定

①基本料

・２－１－１－１の２ 複数年段階料金を適用する場合の基本料

区分 平成24年度 備考

①通常料金 （円/回線・月） 3,846

②割引率 24.4% 別紙の（２）の③

③割引額 938 ①×②

④料金 （円/回線・月） 2,908 ①－③

区分 平成25年度 備考

①料金 （円/回線・月） 3,055

区分 平成26年度 備考

①通常料金 （円/回線・月） -

②平均利子率 1.40% 平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の Ⅵ.他人資本利子率の算定 （1）有利子負債に対する利子率

③加算額 964 ａの③×（1＋②）×（１＋②）

④料金 （円/回線・月） 964 ①＋③

区分 平成24年度 備考

①通常料金 （円/回線・月） 3,846

②割引率 24.4% 別紙の（２）の③

③割引額 938 ①×②

④料金 （円/回線・月） 2,908 ①－③

区分 平成25年度 備考

①料金 （円/回線・月） 3,055

区分 平成26年度 備考

①通常料金 （円/回線・月） -

②平均利子率 1.40% 平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の Ⅵ.他人資本利子率の算定 （1）有利子負債に対する利子率

③加算額 964 ｄの③×（1＋②）×（１＋②）

④料金 （円/回線・月） 964 ①＋③

区分 平成24年度 備考

①通常料金 （円/回線・月） 3,957

②割引率 24.4% 別紙の（２）の③

③割引額 966 ①×②

④料金 （円/回線・月） 2,991 ①－③

ａ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の 光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
ア 分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするものの（ア） 保守の区別がタイプ１-１のもの のうち①平成24年4月1日から平成25年3月31まで適用する料金

ｂ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の 光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
ア 分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするものの（ア） 保守の区別がタイプ１-１のもの のうち②平成25年4月1日から平成26年3月31まで適用する料金

ｃ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の 光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
ア 分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするものの（ア） 保守の区別がタイプ１-１のもの のうち③平成26年4月1日以降に適用する料金（平成26年4月1日以降に適用する２－１－１－１第６欄イ(ｱ)①欄に
規定する料金額に加算する料金）

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（ア） 分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするも
のの① 保守の区別がタイプ１-１のもの の平成24年度適用料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（ア） 分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするも
のの① 保守の区別がタイプ１-１のもの の平成25年度適用料金

ｄ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の 光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
ア 分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするものの（イ） 保守の区別がタイプ１-２のもの のうち①平成24年4月1日から平成25年3月31まで適用する料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（ア） 分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするも
のの② 保守の区別がタイプ１-２のもの の平成24年度適用料金

ｅ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の 光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
ア 分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするものの（イ） 保守の区別がタイプ１-２のもの のうち②平成25年4月1日から平成26年3月31まで適用する料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（ア） 分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするも
のの② 保守の区別がタイプ１-２のもの の平成25年度適用料金

ｆ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の 光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
ア 分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするものの（イ） 保守の区別がタイプ１-２のもの のうち③平成26年4月1日以降に適用する料金（平成26年4月1日以降に適用する２－１－１－１第６欄イ(ア)②欄に
規定する料金額に加算する料金）

ｇ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の 光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
ア 分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするものの（ウ） （ア）（イ）以外のもの のうち①平成24年4月1日から平成25年3月31まで適用する料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（ア） 分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするも
のの③ ①②以外のもの の平成24年度適用料金
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区分 平成25年度 備考

①料金 （円/回線・月） 3,143

区分 平成26年度 備考

①通常料金 （円/回線・月） -

②平均利子率 1.40% 平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の Ⅵ.他人資本利子率の算定 （1）有利子負債に対する利子率

③加算額 993 ｇの③×（1＋②）×（１＋②）

④料金 （円/回線・月） 993 ①＋③

区分 平成24年度 備考

①通常料金 （円/回線・月） 3,820

②割引率 24.4% 別紙の（２）の③

③割引額 932 ①×②

④料金 （円/回線・月） 2,888 ①－③

区分 平成25年度 備考

①料金 （円/回線・月） 3,029

区分 平成26年度 備考

①通常料金 （円/回線・月） -

②平均利子率 1.40% 平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の Ⅵ.他人資本利子率の算定 （1）有利子負債に対する利子率

③加算額 958 ｊの③×（1＋②）×（１＋②）

④料金 （円/回線・月） 958 ①＋③

区分 平成24年度 備考

①通常料金 （円/回線・月） 3,820

②割引率 24.4% 別紙の（２）の③

③割引額 932 ①×②

④料金 （円/回線・月） 2,888 ①－③

区分 平成25年度 備考

①料金 （円/回線・月） 3,029

区分 平成26年度 備考

①通常料金 （円/回線・月） -

②平均利子率 1.40% 平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の Ⅵ.他人資本利子率の算定 （1）有利子負債に対する利子率

③加算額 958 ｍの③×（1＋②）×（１＋②）

④料金 （円/回線・月） 958 ①＋③

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（イ） 分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするも
のの① 保守の区別がタイプ１-１のもの の平成24年度適用料金

ｋ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の 光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
イ 分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするものの（ア） 保守の区別がタイプ１-１のもの のうち②平成25年4月1日から平成26年3月31まで適用する料金

ｈ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の 光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
ア 分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするものの（ウ） （ア）（イ）以外のもの のうち②平成25年4月1日から平成26年3月31まで適用する料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（ア） 分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするも
のの③ ①②以外のもの の平成25年度適用料金

ｉ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の 光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
ア 分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするものの（ウ） （ア）（イ）以外のもの のうち③平成26年4月1日以降に適用する料金（平成26年4月1日以降に適用する２－１－１－１第６欄イ(ｱ)③欄に規定する
料金額に加算する料金）

ｊ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の 光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
イ 分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするものの（ア） 保守の区別がタイプ１-１のもの のうち①平成24年4月1日から平成25年3月31まで適用する料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（イ） 分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするも
のの① 保守の区別がタイプ１-１のもの の平成25年度適用料金

ｌ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の 光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
イ 分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするものの（ア） 保守の区別がタイプ１-１のもの のうち③平成26年4月1日以降に適用する料金（平成26年4月1日以降に適用する２－１－１－１第６欄イ(イ)①欄に
規定する料金額に加算する料金）

ｍ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の 光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
イ 分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするものの（イ） 保守の区別がタイプ１-２のもの のうち①平成24年4月1日から平成25年3月31まで適用する料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（イ） 分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするも
のの② 保守の区別がタイプ１-２のもの の平成24年度適用料金

ｎ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の 光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
イ 分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするものの（イ） 保守の区別がタイプ１-２のもの のうち②平成25年4月1日から平成26年3月31まで適用する料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（イ） 分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするも
のの② 保守の区別がタイプ１-２のもの の平成25年度適用料金

ｏ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の 光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
イ 分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするものの（イ） 保守の区別がタイプ１-２のもの のうち③平成26年4月1日以降に適用する料金（平成26年4月1日以降に適用する２－１－１－１第６欄イ(イ)②欄に
規定する料金額に加算する料金）
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区分 平成24年度 備考

①通常料金 （円/回線・月） 3,930

②割引率 24.4% 別紙の（２）の③

③割引額 959 ①×②

④料金 （円/回線・月） 2,971 ①－③

区分 平成25年度 備考

①料金 （円/回線・月） 3,116

区分 平成26年度 備考

①通常料金 （円/回線・月） -

②平均利子率 1.40% 平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の Ⅵ.他人資本利子率の算定 （1）有利子負債に対する利子率

③加算額 986 ｐの③×（1＋②）×（１＋②）

④料金 （円/回線・月） 986 ①＋③

②加算料

・２－１－１－２の２ 複数年段階料金を適用する場合の加算料

区分 平成24年度 備考

料金 （円/回線・月） 2,908

区分 平成25年度 備考

料金 （円/回線・月） 3,055

区分 平成26年度 備考

料金 （円/回線・月） 964

区分 平成24年度 備考

料金 （円/回線・月） 2,908

区分 平成25年度 備考

料金 （円/回線・月） 3,055

区分 平成26年度 備考

料金 （円/回線・月） 964

区分 平成24年度 備考

料金 （円/回線・月） 2,991

ｂ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のア 光信号多重分離機能ア欄と組み合わせて利用するものの（ア） 保守の区別がタイプ１-１のもの のうち②平成25年4
月1日から平成26年3月31まで適用する料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（イ） 分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするも
のの③ ①②以外のもの の平成24年度適用料金

ｑ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の 光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
イ 分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするものの（ウ） （ア）（イ）以外のもの のうち②平成25年4月1日から平成26年3月31まで適用する料金

ｐ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の 光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
イ 分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするものの（ウ） （ア）（イ）以外のもの のうち①平成24年4月1日から平成25年3月31まで適用する料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（イ） 分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするも
のの③ ①②以外のもの の平成25年度適用料金

①のｂ．より

ｃ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のア 光信号多重分離機能ア欄と組み合わせて利用するものの（ア） 保守の区別がタイプ１-１のもの のうち③平成26年4
月1日以降に適用する料金（平成26年４月１日以降に適用する２－１－１－２第２欄イ(ア)①欄に規定する料金額に加算する料金）

①のａ．より

ｒ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の 光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
イ 分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするものの（ウ） （ア）（イ）以外のもの のうち③平成26年4月1日以降に適用する料金（平成26年4月1日以降に適用する２－１－１－１第６欄イ(イ)③欄に規定する
料金額に加算する料金）

ａ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のア 光信号多重分離機能ア欄と組み合わせて利用するものの（ア） 保守の区別がタイプ１-１のもの のうち①平成24年4
月1日から平成25年3月31まで適用する料金

ｇ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のア 光信号多重分離機能ア欄と組み合わせて利用するものの（ウ） （ア）（イ）以外のもの のうち①平成24年4月1日から
平成25年3月31まで適用する料金

①のｅ．より

ｆ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のア 光信号多重分離機能ア欄と組み合わせて利用するものの（イ） 保守の区別がタイプ１-２のもの のうち③平成26年4月
1日以降に適用する料金（平成26年４月１日以降に適用する２－１－１－２第２欄イ(ア)②欄に規定する料金額に加算する料金）

①のｆ．より

①のｃ．より

ｄ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のア 光信号多重分離機能ア欄と組み合わせて利用するものの（イ） 保守の区別がタイプ１-２のもの のうち①平成24年4月
1日から平成25年3月31まで適用する料金

①のｄ．より

ｅ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のア 光信号多重分離機能ア欄と組み合わせて利用するものの（イ） 保守の区別がタイプ１-２のもの のうち②平成25年4月
1日から平成26年3月31まで適用する料金

①のｇ．より
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区分 平成25年度 備考

料金 （円/回線・月） 3,143

区分 平成26年度 備考

料金 （円/回線・月） 993

区分 平成24年度 備考

料金 （円/回線・月） 2,888

区分 平成25年度 備考

料金 （円/回線・月） 3,029

区分 平成26年度 備考

料金 （円/回線・月） 958

区分 平成24年度 備考

料金 （円/回線・月） 2,888

区分 平成25年度 備考

料金 （円/回線・月） 3,029

区分 平成26年度 備考

料金 （円/回線・月） 958

区分 平成24年度 備考

料金 （円/回線・月） 2,971

区分 平成25年度 備考

料金 （円/回線・月） 3,116

区分 平成26年度 備考

料金 （円/回線・月） 986

ｋ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のイ 光信号多重分離機能イ欄と組み合わせて利用するものの（ア） 保守の区別がタイプ１-１のもの のうち②平成25年4月
1日から平成26年3月31まで適用する料金

①のｈ．より

ｈ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のア 光信号多重分離機能ア欄と組み合わせて利用するものの（ウ） （ア）（イ）以外のもの のうち②平成25年4月1日から
平成26年3月31まで適用する料金

①のｉ．より

ｊ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のイ 光信号多重分離機能イ欄と組み合わせて利用するものの（ア） 保守の区別がタイプ１-１のもの のうち①平成24年4月
1日から平成25年3月31まで適用する料金

ｎ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のイ 光信号多重分離機能イ欄と組み合わせて利用するものの（イ） 保守の区別がタイプ１-２のもの のうち②平成25年4月
1日から平成26年3月31まで適用する料金

①のｏ．より

ｉ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のア 光信号多重分離機能ア欄と組み合わせて利用するものの（ウ） （ア）（イ）以外のもの のうち③平成26年4月1日以降に
適用する料金（平成26年４月１日以降に適用する２－１－１－２第２欄イ(ア)③欄に規定する料金額に加算する料金）

①のｋ．より

ｍ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のイ 光信号多重分離機能イ欄と組み合わせて利用するものの（イ） 保守の区別がタイプ１-２のもの のうち①平成24年4
月1日から平成25年3月31まで適用する料金

①のｌ．より

ｌ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のイ 光信号多重分離機能イ欄と組み合わせて利用するものの（ア） 保守の区別がタイプ１-１のもの のうち③平成26年4月
1日以降に適用する料金（平成26年４月１日以降に適用する２－１－１－２第２欄イ(イ)①欄に規定する料金額に加算する料金）

①のｍ．より

①のｊ．より

ｒ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のイ 光信号多重分離機能イ欄と組み合わせて利用するものの（ウ） （ア）（イ）以外のもの のうち③平成26年4月1日以降に
適用する料金（平成26年４月１日以降に適用する２－１－１－２第２欄イ(イ)③欄に規定する料金額に加算する料金）

①のｒ．より

ｑ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のイ 光信号多重分離機能イ欄と組み合わせて利用するものの（ウ） （ア）（イ）以外のもの のうち②平成25年4月1日から
平成26年3月31まで適用する料金

①のｎ．より

ｏ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のイ 光信号多重分離機能イ欄と組み合わせて利用するものの（イ） 保守の区別がタイプ１-２のもの のうち③平成26年4月
1日以降に適用する料金（平成26年４月１日以降に適用する２－１－１－２第２欄イ(イ)②欄に規定する料金額に加算する料金）

①のｑ．より

ｐ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のイ 光信号多重分離機能イ欄と組み合わせて利用するものの（ウ） （ア）（イ）以外のもの のうち①平成24年4月1日から
平成25年3月31まで適用する料金

①のｐ．より
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（別紙）割引率の算定

（情報通信行政・郵政行政審議会答申（情郵審第３３号）別添に記載された「エントリーメニューに係る接続料水準に関する考え方」に基づき算定）

（１）メタルと光の１ユーザあたりコストが同水準となる獲得ユーザ数の算定

区分 平成24年度 備考

1,294

3,846

317

④回線管理運営費 60

3.9 ②÷（（①＋④）－（③＋④））

（２）割引率の算定

区分 平成24年度 備考

7,500 （1）の②×（1）の⑤÷2

30,768 （1）の②×8

③割引率 （％） 24.4% ①÷②

①ドライカッパ接続料と比較した場合の光主端末回線
の平均獲得ユーザ数あたりの超過コスト （円）

②コスト総額 （円）

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-2欄で接続する場合） 端末回線により
伝送を行う機能のア イ以外のものの（イ） 当社の局内ｽﾌﾟﾘｯﾀを利用しない場合の① ②以外の場合のＡ 保守の区別がタイプ１-１のもの

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ 光信号主
端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（ア） 分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするものの① 保守の区別
がタイプ１-１のもの の平成24年度適用料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の2－1－1－1第2欄ウ欄又は第6欄イ欄に規定する機能に係る加算料のア 光信号分岐端末回線に係る
加算料の（ｱ） 当社の光屋内配線（主として一戸建ての建物に設置される形態により設置するものに限ります。）を利用するものの① 保守の区別がタイプ１-１のもの

⑤ドライカッパと１ユーザあたりコストが同水準となる
光主端末回線あたりの獲得ユーザ数 （ユーザ）

③光信号分岐端末回線接続料 （円/回線・月）

②光信号主端末回線接続料 （円/回線・月）

①ドライカッパ接続料 （円/回線・月）

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の 13．その他の機能の B．回線管理機能の ＤＳＬ回線管理機能（端末回線伝送機能２－１－１－１第４
欄を利用するもののイ 端末回線伝送機能２－１－１－１第４欄（イ）①欄に係るもの）及び光信号分岐端末回線管理機能
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１ 

 

参考資料１ 

平成２４年３月２９日付け情報通信行政・郵政行政審議会答申 別添（抜粋） 

 

２ 二次答申に向けた検討①（分岐単位接続料） 

（エ） OSU 専用の検証を踏まえた対応案（エントリーメニュー） 

（iii）エントリーメニューに係る接続料水準に関する考え方 

エントリーメニューに関する接続料水準及び適用地域については、設備競争とサービス競争

のバランスを取りつつ、以下の考え方をとることに一定の合理性があると考えられる。 

エントリーメニューの接続料水準を検討するに当たっては、まず、設備競争とサービス競争の

バランスに配慮しつつ、DSL から FTTH への移行を円滑に進めるためには、少なくとも加入光フ

ァイバ接続料（主端末回線接続料）における１ユーザ当たりコストがドライカッパ接続料と同水準

となることが必要となることから、「１ユーザ当たりコストがドライカッパ接続料と同水準となるた

めに必要となる獲得ユーザ数」を求めることとする。具体的には、主端末回線接続料における１

ユーザ当たりコストがドライカッパ接続料と同水準となるために必要となる獲得ユーザ数を、

NTT 東日本の接続料水準に基づき計算すると、約３．１ユーザ、NTT 西日本の接続料水準に基

づき計算すると、約３．９ユーザとなる。 

 

 



２ 

 

 

 

次に、主端末回線接続料とドライカッパ接続料の 1 ユーザ当たりコストが同等となる水準

（東：１ユーザ当たり９７３円、西：９７７円）を超える部分（Ａの部分）はドライカッパ接続料に比べ

「超過コスト」となり、事業者の FTTH サービスへの参入を阻害する要因と見なすことができる

（東：３．１分岐、西：３．９分岐を獲得すると超過コストはなくなり、以後は超過利潤が生じる）。こ

れに対して、１芯当たりのコストは東：３，０１３円、西：３，８４６円であり、１芯に収容されるユー

ザ数は０～８までのケースがあることから、全てのケースを網羅した負担すべきコスト総額はＢ

の部分（東：３，０１３円×８、西：３，８４６円×８）となる。 

 

したがって、ドライカッパ接続料に比べ「超過コスト」となるＡの部分を割り引くとすれば、割引

率はＡ／Ｂとして求めることができる。また、実際に「３．１分岐（西：３．９分岐）まで到達するまで

の期間」は事情により様々であることから、超過コスト（Ａの部分）は１年目に発生すると看做し、

１年目に当該割引率を適用することとする。 

 

 

 



３ 

 

 

 

（iv）エントリーメニューの適用地域に関する考え方 

エントリーメニューが適用される地域を検討するに当たっては、設備競争とサービス競争のバ

ランスに配慮しつつ、様々な事業者の参入が可能となるよう出来る限り多様な「選択肢」を整備

することが望ましく、NTT 東西以外の事業者の FTTH サービスへの参入状況を考慮した上で、

ある時点における FTTH サービス市場における「非競争地域」に限った適用とすることが適当で

ある。したがって、具体的には、①接続事業者が既に加入光ファイバ（シェアドアクセス）を NTT

東西から接続で借りて FTTH サービスを展開している地域や②他事業者が既に加入光ファイバ

を自前で構築し FTTH サービスを展開している地域においてまでエントリーメニューを適用する

ことは、必ずしも適当とは言えない。 

 

（v）想定される適用地域1 

適用地域の選定に用いるデータの入手困難性に鑑み、現時点において、NTT 東西がフレッ

ツ光を提供しているビル（以下「光提供ビル」という。）のうち、 

○ NTT 東西のシェアドアクセスを利用する接続事業者が存在する光提供ビルについては、エ

ントリーメニューの対象から除外（平成 23 年度末までに接続事業者がシェアドアクセスを利

用する予定の光提供ビルまでを含む） 

○ KDDI 社や電力系事業者といった他事業者が自前で設備構築を行うエリアをエントリーメニ

ューの対象エリアから除外（ただし、現時点で直ちに対象ビルが把握できないことを踏まえ、

一定の推計2を行う） 

                             
1 実際の運用に当たっては、各設備構築事業者が参入しているエリアの詳細を確認した上で、実態に沿うように
見直すことが必要となる。 

2 以下のとおり推計。 
・首都圏については他事業者が自前で設備構築を行っている前提として全光提供ビルを対象から除外。 
・関西圏については電力系事業者の HP に掲載されているサービス提供市町村に存在する光提供ビルを対象
から除外。 

・関西圏以外の西日本エリアについては、各都道府県における NTT 西に対する他事業者の FTTH シェア率を
NTT 西の光提供ビル数に乗じることで電力系事業者の参入ビル数を推計。この参入ビル数を上限として、加
入者数の多いＮＴＴ西の光提供ビルから順に対象から除外。 








